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会議に付した事件 

 日程第１       一般質問 

  １．大久保 由美子     (1) 障がい児保育について 

                (2) 休日の役場の電話対応について 

                (3) 男性トイレにサニタリーボックス（汚物入れ）設置

を 

 

  ２．松 石 健 児     (1) まちなか公民館とコワーキングスペースの活用状況

と今後の施策は 

                (2) 国民健康保険税の滞納者に対する収納方法について 

                (3) 地域情報化整備事業（デジタル・デバイド解消事業）

について 

 

  ３．天 本   勉     (1) 事前の防災・減災対策の推進について 

                (2) まちづくり基本条例に基づく町民提案等に対する対

応について 

 

  ４．中 村 絵 理     (1) 基山町学校給食センターの管理運営等に係る課題に

ついて 

                (2) 高齢者救急搬送の増加問題とその対応策について 
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～午前９時30分 開議～ 

○議長（重松一徳君） 

 ただいまの出席議員数は12名で定足数に達しておりますので、本日の会議は成立しました。 

 これより直ちに会議します。 

      日程第１ 一般質問 

○議長（重松一徳君） 

 日程第１．一般質問を議題とします。 

 最初に、大久保由美子議員の一般質問を行います。大久保由美子議員。 

○４番（大久保由美子君）（登壇） 

 皆様おはようございます。４番議員の大久保由美子でございます。傍聴の皆様には台風で

風が大変強い中を早朝よりお越しいただきまして、誠にありがとうございます。最後までど

うぞよろしくお願いいたします。 

 台風11号の動きが大変心配されておりましたけど、やはり朝方の７時、８時、９時はかな

り強風が吹いておりました。ドアを開けると一気に腕を取られるような、そんな強い風でご

ざいました。この後、大きな被害がないことを願いながら進めてまいりたいと思います。 

 さて、昨日より第３回定例会が開催されました。この場をお借りいたしまして、昨日、初

日に、私、親族の不幸が急遽ありまして、昨日は大事な議会を欠席させていただきましたけ

ど、無事に葬儀に参列することができ、そのことに対しては感謝しております。ありがとう

ございました。 

 それでは、本日から３日間、全員による一般質問の今回トップバッターを務めますが、早

速１回目の一般質問に進みます。 

 今回の質問事項は３項目です。 

 まず、質問事項１、障がい児保育についてです。 

 質問の要旨として、町は2016年からピカピカの１年生プロジェクトによる入学前の４歳児

就学準備事業を行い、早期に児童の得意、苦手を調査して、楽しい学校生活を送れるよう、

就学前から小学校教育への移行期に様々な支援をしています。現在、本町の小学校は特別支

援学級数が増加し、支援が必要な児童が増えてもいます。 

 そこで、就学前教育の中で特に支援が必要と思われる障がい児保育の状況や保育士への研

修等についてお尋ねします。 



- 66 - 

 具体的な質問として、(1)障がい児保育の目的と入所できる要件は何か。 

 (2)基山保育園での近年の障がい児受入れの状況と課題は何か。 

 (3)町内にある保育所等で障がい児保育実施の状況は。 

 (4)基山保育園は障がい児保育における保育士の知識やスキルアップの研修体制は万全か。

 (5)2021年６月の医療的ケア児支援法の成立により、今後、保育所等での受入れ支援の責

務についての考えを示してください。 

 次に、質問事項２、休日の役場の電話対応について。 

 質問の要旨として、７月２日土曜日に町民の方から、役場へ電話を何度かけてもつながら

ないと相談を受けました。私もすぐに役場へ電話しましたが、同じくつながらない状況でし

た。町民の方は直接役場に行かれて、ちょうど役場ロビーでは参議院議員選挙の期日前投票

期間中だったので、選挙管理委員会の担当職員に連絡をして、初めて役場は事態を把握され

たようです。復旧については翌日の基山町ホームページに掲載がありました。 

 そこで、休日の役場の電話不通による対応についてお尋ねします。 

 具体的な質問として、(1)電話がつながらなかった原因と、復旧したのはいつなのか。 

 (2)電話がつながらないことでどのような対応を行ったのか。 

 (3)休日の電話は主にどのような要件が多いのか。 

 (4)今後、休日の電話不通による対策をどう考えるのか。 

 最後に、質問事項３、男性トイレにサニタリーボックス（汚物入れ）の設置を。 

 質問要旨として、公共施設の男性トイレ個室にサニタリーボックスを置く自治体が増えて

います。前立腺がんや膀胱がんが原因で尿漏れパッドを使用している方へのサポートです。

近隣では福岡県古賀市での取組が新聞等で掲載されていました。また、佐賀県も６月の県議

会一般質問で取り上げられ、県庁や図書館などの県有施設への設置の考えを示しています。 

 そこで、本町の公共施設男性トイレへのサニタリーボックス設置についてお尋ねします。 

 具体的な質問として、(1)公共施設等の男性トイレにサニタリーボックス（汚物入れ）設

置の状況は。 

 (2)全国的に設置が推進されているが、どう捉えているのか。 

 (3)誰もが安心して利用できるために設置の考えをお示しください。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（重松一徳君） 
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 松田町長。 

○町長（松田一也君）（登壇） 

 大久保由美子議員の一般質問に１回目の答弁をさせていただきます。 

 １、障がい児保育について、(1)障がい児保育の目的と入所できる要件は何かということ

でございますが、障がい児保育は障がいのある子どもや発達に課題のある子どもについて、

安全に配慮しながら日常生活を送れるように必要なサポートを行い、成長と発達を図ること

を目的としておるところでございます。 

 保育園への入所の要件は、子どもの発達過程や障がいの種類と程度に応じて保護者様等と

よく相談し、一般の子どもたちとの保育園生活ができ、特別な医療処置を必要としない子ど

もを受け入れることとしており、施設側が適切な環境下で受け入れられるかを含めて入所の

調整、いわゆる保護者とのお話合いをさせていただいているところでございます。 

 (2)基山保育園での近年の障がい児受入れの状況と課題は何かということでございますが、

基山保育園では、近年は毎年、障がいのある子どもや発達に課題のある子どもを受け入れ、

必要に応じて保育士を加配して、いわゆる保育士の数を増やして対応しているところでござ

います。 

 障がいのある子どもや発達に課題のある子どもの保育に当たっては、一人一人に必要なサ

ポートの内容が異なり、内容も個別性を考慮した保育となるなど、子どもの発達過程を把握

することと、増加している発達障がいへの理解と対応を深めることなどが課題になるという

ふうに考えているところでございます。 

 (3)町内にある保育所等で障がい児保育の実施状況はということでございますが、町内の

認可保育施設では、基山保育園で障がいのある子どもと発達に課題のある子どもを受け入れ、

その他のこども園でも発達に課題のある子どもを保育しているところでございます。 

 なお、それぞれの保育所等の子どもたちは、療育のため、併せて児童発達支援施設を利用

しているところでございます。児童発達支援施設というのは町内に４つございますし、町外

にももちろんありますので、保育園に行く前にそこに行って、保育園に来る、そして、保育

園に行った後にそこに行く、保育園に行かずにそこに行くケースと、３通りに分かれるとい

うふうに思っております。基山町の施設に行く必要もないので、ほかの自治体にある施設に

行くことも可能になっているところでございます。 

 (4)基山保育園は障がい児保育における保育士の知識やスキルアップの研修体制は万全か
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ということでございますが、保育士は機会があるごとに各機関で行われる実習を交えた講習

等で研修を積み、研修後の報告会を保育所の中で行い、保育士全員への情報共有を図ってい

るところでございます。 

 それから、これは基山町が自信を持って言えることなんですが、平成30年度から社会福祉

士の資格を持ち、かつ障がい施設での養育支援の経験がある保育士を職員として採用して、

支援が必要な子どもの理解や接し方を他の保育士にも共有できるような体制、保育園全体で

保育スキルの習得と向上に努めているところでございます。 

 今、育児休業中だというふうに認識しておりますので、今はいませんが、すごく活躍して

いただいているというふうに思っております。 

 (5)2021年６月の医療的ケア児支援法の成立により、今後、保育所等での受入れ支援の責

務について考えを示せということでございますが、医療的ケア児の受入れに向けた保育所等

の責務としては、施設の環境整備や面積の確保、また、支援体制として看護師や准看護師、

またはたんの吸引等を行うことができる保育士等を配置するように求められているところで

ございます。 

 医療的ケアが必要な子どもや健康上の配慮が必要な子どもを受け入れるためには、日頃か

ら医療、福祉等の関係機関やサポート機能を備えた佐賀県医療的ケア児支援センターとの情

報共有や連携構築を図る必要があります。そして、実際に保育所等への入所の相談があった

場合には、受け入れる子どもの状態をよく理解し、子どもの命を守り育てることを最優先に、

安全な保育園生活を送ることができる環境や体制を整えるとともに、適切な施設への入所調

整を行うようにしたいというふうに考えております。 

 ２、休日の役場の電話対応についてということでございますが、(1)電話がつながらな

かった原因と、復旧したのはいつなのかということでございますが、夜間及び休日における

役場代表番号への受信は警備員室にて対応しておりますが、警備員が巡回する際は警備員室

を離れるため、固定電話機の受信を携帯電話機への転送というふうにしておるところでござ

います。今回、電話がつながらなかった原因としては、この転送する電話機がａｕであった

ため、７月２日からのａｕの通信障害により正常に作動せず、外部からの電話受信ができな

い状態に陥ってしまったということでございます。 

 復旧は、ａｕの復旧を待たずに、７月３日12時40分頃に復旧しているところでございます。 

 固定電話を通常、いつも転送状態になっているというのを気づかずに、しかも、転送でも
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まずは普通に入ってくる固定電話は正常に取れるものというふうな勘違いがあって、それが

転送状態になっていると固定電話自体が機能しないという状態になっていたと。それに気づ

くのにちょっと時間がかかったんですけれども、結局、転送状態を外すことによって復旧が

できたということでございます。 

 (2)電話がつながらないことで、どのような対応を行ったかということで、まずは通信事

業者への復旧対応を依頼するとともに、選挙管理委員会及び役場代表への電話受信は税務課

の直通番号で対応したところでございます。この番号変更については町のホームページによ

り周知を図ったところでございます。 

 (3)休日の電話は主にどのような要件が多いかということですが、やっぱり犬、それから

猫、そういった動物の死骸の通報が多うございます。通報がありますと、職員がその場に

行ってそれを処理するという、適切な、非常に円滑で素早い対応をしております。本当に大

変な仕事をやってもらっているというふうに感謝しているところでございます。 

 最近では、プラス新型コロナウイルス感染に関わるものということで、感染しましたとか、

どうすればいいですかとか、そういう類いのものも多くなっております。ただ、新型コロナ

の初めの頃はかなりこれが多かったんですけれども、だんだん減ってきております。 

 (4)今後、休日の電話不通による対策をどう考えるかということでございますが、今回の

不通の原因がａｕの通信障害であったことから、いわゆる転送機器の携帯電話が２つあるん

ですけど、２つともａｕだったので、こういう場合に備えて１個は別の会社、具体的にはド

コモに変更して、それを警備員が使用するように考えたいというふうに思っているところで

ございます。 

 通信事業者に連絡したときも、ＮＴＴに来たので、ＮＴＴも転送したａｕが原因だという

ふうに素早く反応することが非常に難しかったということもありますので、今回は本当に特

殊な例、ただし、ａｕの通信障害みたいなものはいつ起こってもおかしくないと思いますの

で、そこを避けれるように対応していきたいというふうに思っております。 

 ３、男性トイレにサニタリーボックスの設置をということで、(1)公共施設等の男性トイ

レにサニタリーボックスの設置の状況はということでございますが、現段階で男性トイレに

サニタリーボックスは設置していないところでございます。 

 (2)全国的に設置が推進されているが、どう捉えているかということでございますが、膀

胱がんであったり、前立腺がんであったり、それから、人工肛門なんかをつけられている方
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も多いと思いますが、そういった手術を受けた方や高齢者などの頻尿や尿漏れ等、尿漏れ

パッドやおむつを使用する方というのは非常に増えていると思いますので、その方々の尊厳

を保ちながら、安心して生活できる社会づくりというものが必要だというふうに考えている

ところでございます。 

 (3)誰もが安心して利用できるために設置の考えを示せということでございますが、実は

現在、町民会館、総合体育館、図書館、合宿所、多世代交流センター憩の家、福祉交流館の

多目的トイレには既にサニタリーボックスを設置しているところでございます。ですので、

まずはほかの施設についても、多目的トイレに先に設置して、その使用状況も見ていきたい

というふうに思っております。男性用の大便用のスペースというのは非常に小さいので、な

かなかそこでズボンを脱いだりするのが非常に厳しいというふうに逆に思いますので、むし

ろ広い多目的トイレのほうでやっていただけるような、そういうところから始めていきたい

というふうに考えているところでございます。 

 以上で１度目の答弁を終わります。 

○議長（重松一徳君） 

 大久保議員。 

○４番（大久保由美子君） 

 これより一問一答を始めたいと思います。町長には御丁寧な御説明をいただいて、ありが

とうございました。 

 まず、質問事項１、障がい児保育についてです。 

 具体的な質問を進めていく前に、また悲しい事件というか、事故が起こりましたね。保育

において最も気をつけられているのは、保育中の事故やけがではないかと思っております。

昨年の夏に福岡県の中間市で起きた保育園の送迎バスに取り残された５歳の男の子が亡くな

るという悲しい事故がありました。その教訓が生かされずに、昨日、静岡県の牧之原市で３

歳の女の子が同じように幼稚園の送迎バスに取り残され、熱中症で亡くなったという痛まし

い事故の報道がまたあっております。中間市は園長１人の送迎でしたが、昨日の送迎は園長

ともう一人、職員の２人体制にもかかわらず、貴い命が失われたことは本当に痛ましいこと

だったと思いますし、親御さんがどれだけの思いをなさっているのかなと思います。 

 それでは、(1)に進んでまいります。 

 目的と入所要件を答弁いただきましたが、現在、障がいや発達に課題がある子どもが、お
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およそで結構ですから、全体の何割ぐらいの園児を受け入れていらっしゃるのでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 山本こども課長。 

○こども課長（山本賢子君） 

 現在、保育園では障がいの手帳、これは療育手帳になりますけれども、手帳をお持ちのお

子様を２名、それから、発達に課題があるということで、今、療育の施設に通われている子

どもが基山保育園では16名ほどいらっしゃいます。町全体では療育に通われていらっしゃる

子どもは36名いらっしゃるということですので、基山保育園にその３分の１ほどの方が通っ

ていらっしゃるというようなことだと考えております。 

○議長（重松一徳君） 

 大久保議員。 

○４番（大久保由美子君） 

 大変説明しにくい質問ではなかったかとは思っておりますけど、学校関係でも特別支援学

級が増えたりしておりますから、やはりその前の段階の保育園等でももちろんいらっしゃる

のじゃないかなという不安もありましたので、ちょっとお尋ねさせていただきました。 

 (2)で、基山保育園は障がいのある子どもと障がいがない子どもを一緒に集団で保育する

統合保育をされております。その中で、多様な子どもを保育され、保育士も気が休まらない

大変なお仕事だと思っております。また、課題を伺うと、障がいがある子どもや発達に課題

がある子どもには一人一人に必要なサポートが異なり、内容も個別性を考慮した保育の必要

性、子どもの発達過程の把握、また、発達障がいの理解と対応を求めることなどが課題とし

て答弁されました。 

 しかしながら、この課題に向けた対策は必要ですので、日頃から少しでも課題解決に向け

た取組をどのように進め、対策されていかれるのかをお尋ねいたします。 

○議長（重松一徳君） 

 佐藤こども課保育園長。 

○こども課保育園長（佐藤定行君） 

 基山保育園では、そういった療育が必要なお子さんについては、若楠療育園、そういった

ところに専門の先生がいらっしゃいますので、担任の先生と主任保育士が若楠療育園のほう

に訪問させていただいて、見学をしたり、専門の先生からアドバイスを受けたりしておりま
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す。 

○議長（重松一徳君） 

 大久保議員。 

○４番（大久保由美子君） 

 後のほうでまた質問させてもらいたいと思います。要するに若楠療育園が近くにあります

から、そちらのほうで専門の先生等々と保育の仕方というか、そういう子どもに向けた保育

を訪問しながら学んでいらっしゃる。それには担任と主任保育士ということでよろしいです

か、おおまかに言えばですね。 

 町内の学校では、気になる児童にはそれぞれの児童に合わせた学びができる通級指導教室、

まなびの教室の設置をされております。また、放課後児童クラブ内でも要配慮児童対策支援

員の配置によって、児童クラブ支援員が要配慮児童への接し方を学び、対応されるなど、町

としても積極的な支援が行われております。 

 また、発達に課題がある子どもには様々な症状があり、保育のニーズも高まっていると思

います。一人一人に合った保育のサポートやスキルが増えているのではないでしょうか。必

要に応じて保育士を加配しているという答弁はされましたけど、放課後児童クラブのように

要配慮児童対策支援員のような配置というのは保育園では必要はないでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 山本こども課長。 

○こども課長（山本賢子君） 

 保育園では、そのような特別の資格を持った保育士というわけではございませんけれども、

それぞれの発達の課題に応じて、障がいを持っていらっしゃったり、発達に課題があったり

する子どもに対して、おおむね２人に対して１人の保育士を加配といいまして、充てて、増

員してといいますか、見ていただくような、そういう制度となっておりますので、基山保育

園では現在お二人の障がいを持つお子さんに対して保育士を１人加配させていただいて、対

応しているところでございます。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 最初に２つ申し上げたいことがあって、１つは、放課後児童クラブで、いわゆる障がいの
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ＯＪＴ事業をやっているわけです。何かというと、前が若楠療育園で、今はライクラボだっ

たと思いますが、専門の機関に委託して、そこの専門家に定期的に来てもらって、こういう

子どもにはこういう対応をするんだというのを放課後児童クラブの支援員の人たちがＯＪＴ

で見て、ああ、なるほどというやり方をやっているので、これと同じようなことを保育園で

やるというのは一つの方策だと思います。 

 ただ一方で、発達障がいとかがある程度はっきりするのは大体４歳児ですから、年中ぐら

いなので、あまり早い段階でそれをすみ分けしてしまうというのは、子どもの発達から見た

らどうかというところもあるので、だからこそ今一緒にやっているところなので、別のクラ

スとかをつくったりするのは、また一つ考えなきゃいけない部分もあるし、別メニューみた

いな形をどの早さでやるかというのはちょっと考えなきゃいけないところもありますので、

その辺も含めて考えていきたいというふうに思っております。 

 ただ、４歳児ぐらいから大体発達障がいの明確化ができてくるので、一番最初に議員から

も言っていただいた、４歳児健診から始まるピカピカの１年生プロジェクトで今まさにフォ

ローアップ事業をやっているところなので、この辺りをさらに充実していくことが今肝要か

なというふうに考えているところでございます。 

○議長（重松一徳君） 

 大久保議員。 

○４番（大久保由美子君） 

 町長もおっしゃったように、子どもの支援には本当に本町としてはよく取り組んでいらっ

しゃるなという思いはしております。 

 では次に、発達に課題がある子どもの保育についてですけど、例えば、発達障がいにおい

ては、知的な遅れはないけれども、落ち着きがない、みんなと一緒に行動ができない、保育

士の指示になかなか従うことができないなど、そういうのがあるような話を聞いております。

障がいのある子どもや発達に課題がある子どもたちが、おおむね基山保育園には16名とおっ

しゃいましたね。そういう子どもがいらっしゃいますけれども、その中で、その子に特化す

るわけじゃないけど、その日一日の保育の状況、それから、気づきなどを保育士の中で確認

し合い、共有し合って、その対応をどうやっていこうかとか、その一日一日の反省、お忙し

いとは思いますけど、そういうふうなことは取り組まれているのでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 
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 佐藤こども課保育園長。 

○こども課保育園長（佐藤定行君） 

 そういった子どもには毎日の記録を残しておりますので、もしそういう子が帰りが遅くな

る場合については、引継ぎ書のようなことでメモを残すとかということで担任以外の先生も

共有できるような体制は整えております。 

○議長（重松一徳君） 

 大久保議員。 

○４番（大久保由美子君） 

 ここでこういうのを言っちゃいかんけど、おばあちゃんとか入院していたので、病院に行

くと必ず交代のときに看護師さんたちがいらっしゃって引継ぎがあっていますよね。そして、

メモったりして、すごくやっぱり大事にされているんだなという思いもあったので、やはり

子どもたちにおいても、保育士が何か気づきがあったり、ここは次回の課題とかありました

ら、やっぱりそういうところはしっかり保育の中で共有していただきたいなという思いがあ

ります。 

 それから次に、保育士から見て、この子にちょっと発達の課題があるかなと思われたとき

は、保護者は様々な思いがあるから受け入れ難いとは思いますが、しかし、子どものために

は早い段階での手当ても大事かと思いますので、早期支援へつなぐためには保育園や保護者

への対応はどのようになさっていらっしゃるんですか。 

○議長（重松一徳君） 

 佐藤こども課保育園長。 

○こども課保育園長（佐藤定行君） 

 そういった発達の子については、言葉の発達が遅いとか、特定の分野が極端に苦手とか得

意とか、こだわりが強いとか、先ほど議員もおっしゃったいろんな要件がありますので、保

育士のほうがそういうところを気づいたときについては、まずは親御さんのほうと話をした

上で、専門医ですね、先ほど言った若楠療育園など、そういった専門家に診断してもらうよ

うに話を進めております。 

○議長（重松一徳君） 

 大久保議員。 

○４番（大久保由美子君） 
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 でも、なかなか１回とかでは、親はやっぱり自分の子がかわいいから、いや、そんなこと

はないという思いが強いんじゃないかなと思いますけど、そこら辺はうまく寄り添いながら、

そういう支援のほうに向けていかれていますか。やっぱり１回では難しいところですよね。 

○議長（重松一徳君） 

 佐藤こども課保育園長。 

○こども課保育園長（佐藤定行君） 

 やっぱりなかなか１回で療育のほうに相談しますという保護者は少ないかなと思いますの

で、保育士のほうが何回か相談を受けて、保護者と話をしているのが今の現状です。 

○議長（重松一徳君） 

 大久保議員。 

○４番（大久保由美子君） 

 (3)のほうに入りたいと思いますけど、私が質問したかった児童発達支援施設を利用して

いる、どういう体制なのかというのをお尋ねしようとしましたけど、町長が簡単に説明をさ

れましたけれども、先に保育園に来て、昼から児童発達支援施設に行ったり、逆に、朝そこ

の施設に行って、昼から保育園に来るとか、そういう体制でよろしいんですかね。ちょっと

もう少し。 

○議長（重松一徳君） 

 佐藤こども課保育園長。 

○こども課保育園長（佐藤定行君） 

 基山保育園でも初めに児童発達支援のほうに行かれて、午前中とかお昼からとか保育園に

来られる方、一回保育園に来て、児童発達支援のほうが迎えに来る児童、それと、初め保育

園に来ていて、迎えに来られてまた保育園に送ってこられる子もいたんじゃないかなと思い

ます。 

○議長（重松一徳君） 

 大久保議員。 

○４番（大久保由美子君） 

 そういうところが、町長がさっき答弁されたように、町内には４つあるとか、町外でも行

けますよということでよろしいですか。 

○議長（重松一徳君） 
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 佐藤こども課保育園長。 

○こども課保育園長（佐藤定行君） 

 町内４施設、あとは町外とか県外ですね、筑紫野市とか小郡市にもそういった施設がある

と思いますので、そちらのほうに行かれる児童もいると思います。 

○議長（重松一徳君） 

 大久保議員。 

○４番（大久保由美子君） 

 そういう実態があるということですよね。でも、それは本当に子どものためにはそういう

保育をすることは大事なことかなとは思っております。 

 それで、お尋ねですけど、基山保育園では障がいと発達に課題がある子どもを受け入れて、

そのほかのこども園でも発達に課題がある子どもを保育していると答弁されましたよね。そ

こで、５年ほど前に町内の幼稚園とか保育園連携会議とかがあっておりましたけど、その活

動は今も継続されていらっしゃるんでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 山本こども課長。 

○こども課長（山本賢子君） 

 現在も６園会議ということで、町内の６保育園といいますか、６施設と連携会議を行って

おります。 

○議長（重松一徳君） 

 大久保議員。 

○４番（大久保由美子君） 

 その６園で連携会議を引き続きなさってあるということですけれども、その会議はいろん

な課題を共有し合ってはいらっしゃるんですけど、こうやって全体に、先ほど町内の保育園

では気になる子どもが約36人ぐらいいらっしゃる。それぞれの保育園とか幼稚園にいらっ

しゃるんだろうと思います。ですから、そういうふうな気になる子どもたちの保育の情報共

有、よりよい保育について会議というか、そういう話合いも行われていますか。 

○議長（重松一徳君） 

 山本こども課長。 

○こども課長（山本賢子君） 
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 今、議員おっしゃいましたように、まずは６園の保育士同士の意見交換ということを重要

な項目にしているところではございますけれども、その中で、昨年度でいいますと４歳児の

就学前の基山町が行っておりますピカピカの１年生プロジェクトの準備事業、４歳児の健診

事業のことですとか、そのことのフォローアップ事業のこと、それから、巡回するコーディ

ネーターのこととか、ここ２年におきましては特に新型コロナウイルスの対応のことなど、

そういったことを連携会議の中では話をしているところでございます。 

○議長（重松一徳君） 

 大久保議員。 

○４番（大久保由美子君） 

 今後ともそういうふうな支援をなさっていただきたいなと思います。基山町の子どもたち

を各園でしっかりと連携していただいて、それぞれの課題を共有し、園児が伸び伸びと保育

を受け、保護者が安心して預けられる保育園環境に今後とも尽力していただきたいと思いま

す。 

 次に、(4)でお尋ねいたします。 

 これはちょっと言葉があれなんですけど、現在、基山保育園の正規職員の保育士と会計年

度任用職員の保育士の職員数はそれぞれ何名ですか。 

○議長（重松一徳君） 

 佐藤こども課保育園長。 

○こども課保育園長（佐藤定行君） 

 正規の職員は13名です。臨時的任用職員が１名、会計年度任用職員の保育士が16名、看護

師が１名となっております。 

○議長（重松一徳君） 

 大久保議員。 

○４番（大久保由美子君） 

 ということは、合わせて31名でよろしいですかね。要するにそれ全体の体制が31名ぐらい

で、それがローテーションというか、その日そのときの中で１日に大体何人ぐらいの保育士

が対応されているんですか。 

○議長（重松一徳君） 

 佐藤こども課保育園長。 
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○こども課保育園長（佐藤定行君） 

 そのうちの大体二十二、三名ぐらいになると思います。先ほどの中でも、会計年度任用職

員も月額の方、日額の方、時給の方で１日３時間、４時間しか働かない先生もいらっしゃい

ますので、その中で大体二十二、三名くらいになるんじゃないかなと思います。 

○議長（重松一徳君） 

 大久保議員。 

○４番（大久保由美子君） 

 私はここで特に気になるところが、会計年度任用職員が結構多いというところで、いろい

ろ時間数で保育もなさっているからですね。障がい児への保育知識やスキルアップの質問に

対して、保育士は機会あるごとに各機関で行われる実習を交えた講習等で研修を積み、研修

後には報告会を行い、保育士全員に情報共有を図っていると答弁されましたが、この研修に

行かれる方は正規保育士だけなんですか、それとも会計年度任用職員の方も研修には行かれ

るんですか。 

○議長（重松一徳君） 

 佐藤こども課保育園長。 

○こども課保育園長（佐藤定行君） 

 研修については、ここ２年ぐらい、令和２年度、令和３年度については新型コロナのため

に研修がほとんどなかったというのもありますけど、それ以前については、どうしても正規

職員が研修に行くと会計年度任用職員が補充で入る、会計年度任用職員が研修に行くとまた

会計年度任用職員がそこの補充に入るということもありますので、以前は確かに正規職員の

ほうが主に研修に行っていたような感じはあります。 

 ただ、今年度からオンライン研修等がかなり進んで入ってきていますので、そういったの

も活用しながら、会計年度任用職員の方にも研修を受けてもらいたいなとは思っております。 

○議長（重松一徳君） 

 大久保議員。 

○４番（大久保由美子君） 

 今回のこの質問のきっかけが、これは基山保育園の会計年度任用職員の方ではありません

けど、どちらかの保育園では、やはりさっき答弁もあったように、発達に課題がある子ども

の保育が行われているということで、やっぱりどうしても研修に正規の保育士が行かれて、
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なかなか会計年度任用職員の方々の研修ができなくて、ここの保育園と一緒で、行かれた方

の研修をまた保育園の中で共有しながら、そして、受けた研修を報告会で受ける。実際に会

計年度任用職員が研修に行くことが少ない。だから、どうしても引継ぎじゃないけど、専門

的な話は正規の方ばっかり行かれて、基山保育園はちゃんとその引継ぎというか、報告がな

されて共有されているとは思うんですけど、基山保育園はそういうことはないと思いますけ

ど、私の相談を受けた方はそういうのがちょっと困っている、悩んでいるというふうなこと

だったから、基山保育園はどうなのかなという思いで質問しました。 

 じゃ、その基山保育園の中では、その情報の共有をした後に自由な意見交換とか、それか

ら、疑問や不安、そういうものをきちんと伝えられるような環境はできているんでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 佐藤こども課保育園長。 

○こども課保育園長（佐藤定行君） 

 今のところは研修に行った先生が職員会議とか、そういった会議の中で報告をしていただ

くようにしていますけど、コロナ禍というのもありますので、30人なり二十何人が一気に集

まるというのがなかなか難しいのもありますので、今のところは研修に行った職員が各クラ

スの担任のほうに情報を伝えて、その担任のほうがクラスのほかの会計年度任用職員とかほ

かの職員に報告を伝えることと研修の資料を回覧するようなことで今のところ対応しており

ます。 

○議長（重松一徳君） 

 大久保議員。 

○４番（大久保由美子君） 

 さっきは会計年度任用職員にも研修に参加してもらうような取組をしていきたいと答弁さ

れましたよね。ぜひそういうところで、基山保育園はそういう思いをされる会計年度任用職

員はいらっしゃらないとは思いますけど、それはちょっと微妙ですからね。結局、保育に当

たるのは、正規であっても、会計年度任用職員であっても同じじゃないかなと思いますので、

ぜひそれぞれにスキルとかニーズにきちんと対応できるような研修を進めていただきたいと

思います。 

 それで、最後なんですけど、園長や主任保育士には保育士が相談しやすい風通しのよい環

境の中で保育に専念できるように、ぜひ心がけていただきたいと思います。 
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 また、既に教職をリタイアした元教員の方が、低学年の頃は大変手がかかり、発達に課題

がある児童も、高学年になるにつれて変わって、成長して、卒業していく児童を多くこれま

で見てきたということをおっしゃっていました。やはり一人一人の成長の段階に差があるの

だと思いますので、周りの大人が認め合って、育んで育てていっていただきたいと思います。 

 最後に、(5)なんですけれども、ここは今からの取組なんですけれども、簡単で結構です。

医療的ケア児とはどういう児童でしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 山本こども課長。 

○こども課長（山本賢子君） 

 医療的ケア児といいますのは、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的なケア

を受けることが不可欠である児童ということにされております。具体的には、たんを吸引し

なければならなかったり、人工呼吸器をつけなければならなかったり、そういうような18歳

までの児童、18歳を超えていても高校に通っている18歳以上の児童は含むということにされ

ておりますので、そのような児童ということになっております。 

○議長（重松一徳君） 

 大久保議員。 

○４番（大久保由美子君） 

 では、医療的ケア児の支援法というのはどのような法律なのか、御説明いただけますか。 

○議長（重松一徳君） 

 山本こども課長。 

○こども課長（山本賢子君） 

 医療的ケア児の法律といいますのは、正式には医療的ケア児及びその家族に対する支援に

関する法律という法律でございます。医療的ケア児の社会的な増加を受けまして、医療的ケ

ア児を支援するための国や地方公共団体の責務、それから、保育所設置者や学校の設置者の

責務、そのようなことが明記されている法律でございます。その中に、医療的ケア児支援セ

ンターというものを都道府県が置かなければならないというふうに定められましたので、佐

賀県におきましても設置をされているところでございます。 

○議長（重松一徳君） 

 大久保議員。 
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○４番（大久保由美子君） 

 ここの質問は最後になるんですけど、私もちょっと調べさせてもらったら、今おっしゃっ

たこともありますし、要するに医療的ケア児を子育てする家族に大変な負担があるから、や

はり本人も常に付きっきりで仕事もできないし、負担も多いというところで、結局、地方自

治体の中に保育所、学校、それから放課後児童クラブも入っていますもんね。そういうとこ

ろで地方自治体の努力義務が最終的に今後は責務に変わり、大変強制力が強い法律になって

いくというふうなことを書いてありましたので、これからいろんな事前に質問した中で、整

備、調整、それから、看護師とか、そういうのも配置していくというような、いろいろ課題

が多いと思いますけど、要するに市町でしたりしなかったら、どうしても子どもとか、そう

いう家庭に格差が出てきますので、そういうことになったら基山町も進んでしていただける

でしょうか、覚悟をお願いします。 

○議長（重松一徳君） 

 山本こども課長。 

○こども課長（山本賢子君） 

 医療的ケア児につきましては、この法律により地方公共団体の責務が明記されたところで

ございますので、居住地域にかかわらず、児童、子どもたちを受け入れることができるよう

にということで書かれておりますけれども、まずは子どもの命を守り育てるということが最

優先に大事なことだと思っておりますので、その体制を整えることをまずは努力するととも

に、適切なところに、保育所でいいますと適切な施設に入所をしていただくということが大

事なところかなというふうに考えております。 

○議長（重松一徳君） 

 大久保議員。 

○４番（大久保由美子君） 

 ちょっと長くなりましたけど、ぜひ障がい児や発達に配慮が要る子どもたちのケアに対し

て、保育士が全体にまとまってというか、担って取り組んでいただきたい、それを願ってお

ります。 

 では次に、質問事項の２に入ります。休日の役場の電話対応についてお尋ねします。 

 まず(1)で、答弁を聞いたら、７月２日に結局携帯電話の大手のＫＤＤＩによる全国的な

通信障害がたまたま休日に代表電話が不通になった原因である。その代表電話をａｕの携帯
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電話に転送していたものだから、代表電話までＫＤＤＩの通信障害の影響を受けてしまった

ということですが、最終的にＫＤＤＩの通信障害はまだかかったけど、町長の答弁では翌日

のお昼で復活することができたということを答弁されましたけど、不通というか、こういう

通信障害というのは今までもほかの形でありましたか。 

○議長（重松一徳君） 

 平野財政課長。 

○財政課長（平野裕志君） 

 役場の夜間、休日の電話対応の中では、私自身は聞いたことがございません。 

○議長（重松一徳君） 

 大久保議員。 

○４番（大久保由美子君） 

 それはよかったですね。本当に今回はたまたまというか、想定外だったのかなと思います。

うちも自宅の電話は転送していますけど、持っているのはドコモとソフトバンクだったので、

普通につながっていましたけど、たまたまａｕだったので、こういう障害が起きたというこ

とですね。じゃ、全く想定外というか、原因が最初は分からなかったわけですよね。それで、

時間もかかったのかなと思います。 

 そこは答弁の中で分かりましたけれども、確かにホームページに７月２日の分は基山町役

場へのお問合せは財政課の電話でお願いしますと出ておりました。ただ、７月３日の日曜日

は代表電話が復旧しました。そしてまた、あのときは期日前投票があっていたので、そうい

う問合せもあったかと思いますので、選挙に関するお問合せについてはというところで、ま

たつながらなかったことに対するおわび的な文言の３つが、今回の通信障害の中ではホーム

ページに掲載されておりました。相談された方は緊急的な問合せではなかったので、つなが

らないから直接役場へ行ったほうが早いということで行かれて、外部から電話をかけること

でしか通信障害の発生が結局役場としては分からなかったわけですよね。外部の方からの電

話でしか。内部の警備員とか、そういう中ではどうしても分からないような今回の事象だっ

たということでよろしいですか。 

○議長（重松一徳君） 

 平野財政課長。 

○財政課長（平野裕志君） 
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 夜間、休日ですので、警備員のところに電話がかかってこないことも別段不思議ではない

ので、そういう意味では警備員もかかってこないことに対して電話がおかしいんじゃないか

というふうな疑念を持たれたというのはないと思います。 

○議長（重松一徳君） 

 大久保議員。 

○４番（大久保由美子君） 

 たまたまあのとき期日前投票があったということで、こういう事案が分かったということ

だったと思いますけど、(3)番で休日の電話は主にどのような要件がありますかとお尋ねし

ましたところ、要するに動物の事故というか、その処理というふうなのが多いということで

すので、やはりかかってくる件数も少ないかとは思いますけれども、やっぱり選挙期間中は

選挙関係の問合せもあったのでしょうかね。 

○議長（重松一徳君） 

 熊本総務課長。 

○総務課長（熊本弘樹君） 

 選挙に関しては、直接選挙の方法などについてお問合せをいただくこともありますし、あ

とは期日前自体の投票の結果であったり、そういったところをお尋ねいただく場合もありま

すので、そういった意味では、休日であろうが、選挙に関してお尋ねの電話をいただくこと

はございます。 

○議長（重松一徳君） 

 大久保議員。 

○４番（大久保由美子君） 

 私もそういうのがあったから、小さなことかなとは思って、ここで質問するのもどうかな

とも思いましたけど、やはり町民からしたら、７月というのも台風が多かったり、大雨の災

害が去年、おととしと結構発生しておりましたから、それはテレビとか携帯電話で情報は

着々と入るんですけど、やっぱりいざとなると、町民というのは自助、共助、最後の公助で、

やっぱり役場との連絡体制というのは安心感というか、不可欠ではないかなと思っておりま

す。これは質問というより、こういう対応があった場合は、休日の連絡も時には緊急性がな

いとも言えないと思いますので、やはり町民が不安を持たれないように、こういうことは何

回もないとは思いますけど、携帯電話の機種の対策も今回されましたよね、ドコモとａｕで
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すかね。ですから、そういう障害は起きないとは思いますけど、今後とも緊急時というか、

町民の不安を取っていただくためにも、そこら辺はこれからも対応していただきたいという

要望です。 

 では最後に、男性トイレのサニタリーボックスの設置についてお尋ねします。 

 これは吉田福祉課長に答弁していただくようになるのかな。大変申し訳ないですけど、女

性トイレの話題になるんですけどね、昨年から「生理の貧困」等の問題が全国的に一気に指

摘されて、議会からも松石信男議員が一般質問されました。それで、本町でも町立学校や公

共施設等の女性トイレに部分的に生理用品の設置が始まりました。また、地元企業のタング

ステンからは生理用品の寄附もありましたね。 

 そこで、私はたまたま７月に庁舎１階の女性トイレを利用した際に、実は生理用品は洗面

所のところに置いてあるんですよね。それで、どういう状況かなと思って、ちょっとのぞか

せていただいたんですよ。男性の方は分かる人と分からない人がいらっしゃると思いますが、

いろんな種類があって、１種類じゃなくて、４つぐらいの袋に入っていて、その袋もいろん

な色があるから、ああ、４種類ある、５種類あるんだなというのが判別できるんですけど、

それをのぞかせていただいたら、一枚も入っていなかったんですよね、せっかくタングステ

ンからも寄附があったのにもかかわらず。それで、そこに補給されるときは福祉課に御報告

してください、連絡してくださいと書いてあったから、私は早速福祉課に行って、入ってい

ませんよというふうなことを報告しましたけれども、その後、どういうふうな対応や対策を

取られたのでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 吉田福祉課長。 

○福祉課長（吉田茂喜君） 

 現在、生理用品につきまして、公共施設では庁舎１階の女性トイレ、また、町民会館、あ

と保健センターの女性トイレのほうに無料でお使いくださいということで設置をさせていた

だいております。 

 議員御指摘があったとき、通常は大体私が担当者のほうに指示をしたり、担当者のほうか

ら確認をしておきますということで、常に補充できるような体制を取っているんですけれど

も、そのとき私も指示を失念しておりまして、担当者のほうも補充を失念していたというこ

とがありまして、空になっていたと御指摘をいただいていたところでございます。 
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 すぐに補充をいたしまして、また、私のほうは補充しておいてということで指示を定期的

にするようにしておりますので、今のところ、それ以降は補充し忘れというのは起こってい

ないところでございます。 

○議長（重松一徳君） 

 大久保議員。 

○４番（大久保由美子君） 

 これは庁舎１階をたまたま見せてもらったので、ほかの公共施設、要するに町民会館とか、

そういうところもぜひ注意しながら設置をお願いしたいと思います。 

 では早速、本来の質問に行かせていただきます。 

 ちょっと説明が長くなるんですけど、もともとは膀胱がんを公表されている、皆さんも御

存じのテレビキャスターの小倉智昭さんが男性トイレにもサニタリーボックスの設置をして

ほしいと、昨年６月にフリーアナウンサーの笠井信輔氏との対談の中で訴えられているんで

すけど、それはユーチューブにも出ていますので、見ようと思えばいつでも見れるような状

況で、結構長いフリートークがあっています。そういうのがきっかけなんですよね、男性ト

イレにサニタリーボックスを入れるというのが。 

 また、９月１日に入りました佐賀県議会だよりの中に、６月定例会で県会議員の方が男性

トイレにサニタリーボックスの設置をということで質問されているんです。その質問された

文が、この９月１日に来た「広報きやま」と一緒に県議会だよりも入っているんです。その

中に、見出しとしては「男性用トイレへのサニタリーボックス設置」ということで質問され

て、その県の担当課の答弁では、「県では年齢や性別、障害のあるなしにかかわらず、みん

なが自然と支え合って心地よく過ごせる、佐賀らしい、人にやさしいまちづくり「さがすた

いる」を広める取組みを行っている。これまで設置されていなかった男性用トイレにサニタ

リーボックスを設置することは、県民が多様性を認め合い、お互いの思いに寄り添い、尊重

し合うこの取組みを広めることになるものと考える。そこで、まずは県有施設からの設置を

進めるために、関係部署との調整を始めたところである。また、市町や不特定多数の方が利

用する民間施設に対しても、理解促進に向けて働きかけを行い、県全体が人の気持ちに寄り

添う佐賀県となるよう取り組んでいきたい」という担当課の答弁です。 

 そういうこともありますので、私は今回の質問にもばたばたと３番目で入れさせていただ

いたんですが、最終的には、答弁では、まずは多目的トイレに設置していきたいとの考えで
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ございましたけど、これは本当に大事なことですので、今設置されていない多目的トイレの

サニタリーボックスの設置はぜひお願いしたいと思います。 

 今設置が進められている自治体によっては、男性トイレの一部だけに設置しているところ

もあるんですよ。男性トイレの用便器がある中に全部ボックスを設置されているんじゃなく

て、３つあったら、３つのうちの１か所だけにされたりして、それで利用者には設置が分か

るように、サニタリーボックス設置トイレというポスターじゃないけど、貼付したり、サニ

タリーボックスがありますというようにトイレのドアに表示をされています。そういうこと

もありますので、全てにとは私も思いませんし、トイレは狭いので、ボックスを置くのにも

難しいところもあるという町長の答弁もありましたので、そういうことも考えて、市町もこ

れから県からの要望というか、提案もあってくると思いますので、ぜひしてほしいんですけ

ど、まずは多目的トイレからという答弁ですけど、同時に男性トイレへの設置の答弁があり

ませんでしたが、もう一度理由をお願いします。 

○議長（重松一徳君） 

 平野財政課長。 

○財政課長（平野裕志君） 

 今回のこの御質問をいただいて、この庁舎の男性トイレに今あるごみ箱を置いてみました、

どんな感じかなと。置けないことはないです。ただ、先ほど町長の答弁にもありましたよう

に、実際利用される方があのスペースで付け替えができるのかなというのが気にはなってお

ります。 

 この庁舎について申し上げますけど、男性トイレへの設置というのはもちろん可能ではあ

るんですけれども、使い勝手を考えたときにどうかなというのもありますので、まずは多目

的トイレに置かせていただいて、先ほど大久保議員おっしゃったように、設置が分かるよう

な表示もしながら、サニタリーボックス設置トイレといった意味合いの表示もしながら、ま

ずは使用状況を見させていただいて、男性トイレへの設置については今後の課題としてまた

検討をさせていただければと考えております。 

○議長（重松一徳君） 

 大久保議員。 

○４番（大久保由美子君） 

 取りあえず今全国的に男性トイレにサニタリーボックスを置くという推進が急に進んでお
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ります。女性の「生理の貧困」と同じような事象だとは思います。今、やっぱり高齢化も進

んでおりますし、寿命も延びたりして、そのためにもやはり検討はしていただきたいという

ことで、まずは多目的トイレとは思いますけど、ぜひ男性トイレのほうにもお願いしたいと。 

 今、若い人たちは自宅でも洋式のトイレ１つしかないから、男性も今は子どもたちなんか

は座って用を足しているんですよね、立ってじゃなくて。うちの孫たちもそうなんですけど

ね。何か時代が変わってきたなと思いますけど、だから、洋式のトイレに座って小とかをす

るような時代になってきていますので、今から先はそういうサニタリーボックスを置いても、

場所は問題ですけど、やり方としてはそんなに難しくないような気もいたします。やり方は

いろいろあると思いますので、今後、ぜひ男性トイレのサニタリーボックスも検討していた

だきたいと思います。 

 以上で私の一般質問を終わります。 

○議長（重松一徳君） 

 以上で大久保由美子議員の一般質問を終わります。 

 ここで10時50分まで休憩します。 

～午前10時39分 休憩～ 

～午前10時50分 再開～ 

○議長（重松一徳君） 

 休憩中の会議を再開します。 

 次に、松石健児議員の一般質問を行います。松石健児議員。 

○３番（松石健児君）（登壇） 

 皆さんおはようございます。３番議員の松石健児です。まず、傍聴の皆様におかれまして

は、台風は少し過ぎたみたいですけれども、大変お忙しい中、傍聴においでいただきまして

ありがとうございます。申し上げたとおり、台風を見るところ、以前心配していたような大

きな被害はなさそうですけれども、この後を見てみないと何とも言えないというところもあ

りますし、これから西日本、東日本方面で以前起きたような大きな被害がないことをお祈り

しております。 

 それでは、通告書に基づきまして第１回目の質問をさせていただきます。 

 まず、質問事項の１、まちなか公民館とコワーキングスペースの活用状況と今後の施策は。 

 基山モール商店街の一角にあるまちなか公民館は、平成26年、2014年に開館しています。
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国の補助終了により平成27年２月末閉館後、町民の要望もあり、同年５月27日に再開館して

おります。近年、新型コロナ感染拡大により利用制限はありましたが、今後の活用方法につ

いてコワーキングスペースと併せて伺います。 

 (1)まちなか公民館及びコワーキングスペースを設置した目的をお示しください。 

 (2)まちなか公民館の主な実績と今後の計画があればお示しください。 

 (3)コワーキングスペースの活用状況と今後の計画があればお示しください。 

 (4)一部を基山町観光協会のサテライト施設としての活用を検討できないでしょうか、お

答えをお願いします。 

 続きまして、質問事項２、国民健康保険税の滞納者に対する収納方法について。 

 国民健康保険、以下、国保は国保税の納付が滞ると、通常の保険証から有効期限が短い短

期被保険者証に切り替わります。さらに、１年以上の国保税を滞納すれば資格証明書が交付

され、保険診療は受けられるものの、窓口では10割負担になります。 

 また、2000年に介護保険制度が始まったことにより、40歳以上の加入者に介護保険分が加

算され、保険税が一層高くなりました。被保険者間の負担の公平性の確保と国保事業の財政

健全化を図るためにも収納率の向上に努めることは大切でありますが、近年、資格証明書の

発行より差押えに注力している傾向が全国的に見られるそうです。厚生労働省の資料により

ますと、佐賀県は差押率が極めて高い自治体になっております。これは2016年ですけれども、

最近、情報誌のオンラインの情報で提示されていた年度がこの年度でしたので、この年度の

データを基にして質問させていただきます。 

 国保税徴収法第48条に僅かな滞納額で、はるかにそれを上回る金額を差し押さえてはなら

ない旨が記載されていますが、実際には数万円の滞納額に対して、それを上回る預金口座や

動産、不動産を差し押さえる事例が全国的に後を絶たないと言われております。佐賀県の指

導を受ける基山町として、国保税の収納方法に問題がないか、伺います。 

 (1)直近３年間の国保税の滞納税額（現年課税分と滞納繰越分）及び収納率をそれぞれお

示しください。 

 (2)短期被保険者証と資格証明書の発行基準は。また、国保被保険者証との主な違いは何

でしょうか。 

 (3)厚労省は差押禁止の基準について、１か月ごとに10万円と、滞納者と生計を一にする

配偶者その他の親族があるときは、１人につき４万5,000円を加算した額は差し押さえるこ
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とができないとしています。この基準を遵守していますでしょうか。 

 (4)国保税の収納率向上について、対策があればお示しください。 

 次、質問事項の３、地域情報化整備事業（デジタルデバイド解消事業）について。 

 高齢者等に配慮し、将来的に情報格差の解消につなげるための実証実験を行うが、その内

容について伺います。 

 (1)事業内容の目的と概略をお示しください。 

 (2)実施期間を令和４年10月から令和５年１月までの約４か月としていますが、この実証

実験を基に、令和５年度には具体的な事業を立案する計画がありますでしょうか。 

 (3)町職員（特に執行部）は、タブレット型情報端末への切替えは行わないのでしょうか。 

 以上で１回目の質問を終わります。分かりやすい答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君）（登壇） 

 改めて皆さんおはようございます。なぜそう言うかといいますと、先ほどの大久保議員の

ところの一番最初の挨拶のときに、本日の避難所であったり、昨日の対応等をお話しする予

定にしていたんですが、それを失念しておりまして、それを今やりたいなと思っております。

簡単に済ませますので、よろしくお願いします。 

 昨日は避難所に合計49名の方、32世帯が避難していただきました。役場の職員は12人がそ

れぞれ４か所に分かれて、３掛け12で徹夜で対応をしております。（「言われることは分か

るんですけど、質問者は質問時間が決まっている」と呼ぶ者あり）分かりました。簡単にし

ますので。現在、避難者はゼロでございます。 

 それから加えて、転送はこういう場合は、先ほどの話になるんですけれども、守衛のとこ

ろに電話がいくのではなく、きっちり総務課のほうで最初から受けるという体制を取ってお

りますので、御安心いただければというふうに思っているところでございます。総務課は３

人体制で、一晩対応しております。 

 ちなみに、今日のごみ出しは大丈夫ですかという電話があったそうです。 

 それでは早速、次の松石健児議員の一般質問に答弁させていただきます。 

 まちなか公民館とコワーキングスペースの活用状況と今後の施策はということでございま

す。 
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 (1)まちなか公民館及びコワーキングスペースを設置した目的を示せということなんです

が、まちなか公民館及びコワーキングスペースは、基山町の中心市街地において中核的な

モール商店街に設置することで、商店街に足を運んでもらい、商店街の活性化による商業の

発展と町民の利便の向上に寄与することを目的として設置しているものでございます。 

 あわせて、地域おこし協力隊と集落支援員の活動拠点となっておりまして、まちなか公民

館の機能としては、多目的スペースとしての団体等による活動や商店街周辺でのイベント等

での活用をしております。 

 一方、コワーキングスペースの機能といたしましては、他者と共有できるオープンオフィ

ススペースとして会員向けにビジネスで活用していただいているところでございます。 

 (2)まちなか公民館の主な実績と今後の計画があれば示せということなんですが、まちな

か公民館では、高齢者を対象としてお楽しみ会を開催している団体や健康に関する相談会を

開催している団体など、定期的に御利用いただいており、休憩などで御利用いただいている

方を合わせますと、令和３年度では延べ1,000名以上の方に利用していただいているところ

でございます。また、モール商店街でのイベントや、きのくに祭りの際においても活用して

いただいているところでございます。 

 今後につきましては、地域おこし協力隊や集落支援員の活動内容によっては、持続的な管

理運営が困難になってきていることや、立地を生かしたさらなる機能拡充を図る必要がある

と考えておりますので、商店街や利用団体、管理サポート団体、地域おこし協力隊等の関係

者とまちなか公民館の今後について極力早く、今年度中に検討して、何がしかの方向性を出

していきたいというふうに考えております。 

 (3)コワーキングスペースの活用状況と今後の計画があれば示せということなんですが、

コワーキングスペースでは令和３年度では延べ約100人の方に御利用いただいております。 

 今後については、まちなか公民館と同様に管理運営の見直し及びコロナ禍の影響による利

用に関するお問合せも増えていることから、コワーキングスペースの形態でさらなる利活用

ができないかということで、まちなか公民館と併せて関係者の皆さんと今年度中に検討して

いきたいというふうに考えております。 

 (4)一部を基山町観光協会のサテライト施設としての活用を検討できないかということで

ございますが、基山町観光協会の窓口は事務局である産業振興協議会、事務局自体は基山町

の産業振興課になっているんですけど、となっておりまして、観光への問合せ等については
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役場庁舎で対応しておりますので、御提案どおり基山駅付近にそのような施設があれば、町

外からの来訪者への対応が行いやすくなると考えられるところでございます。 

 ただ、その場合はまた新たな人員の設置、役場におる人をそのまんまそこに持っていくと

いうわけにいきませんので、新たな人員配置や地域おこし協力隊の拠点との兼ね合いなど整

理することがございますので、これにつきましても、まちなか公民館及びコワーキングス

ペースの今後を検討する中で方向性の一つの案として、また検討に加えていきたいというふ

うに考えているところでございます。 

 ２、国民健康保険税の滞納者に対する収納方法についてということで、(1)直近３年間の

国保税の滞納税額及び収納率をそれぞれ示せということでございますが、令和元年度から令

和３年度の国保税の滞納税額につきましては、令和元年度が2,928万9,185円、令和２年度が

2,918万8,611円、令和３年度が3,010万5,132円となっております。 

 また、収納率につきましては、令和元年度が92.7％、令和２年度が同じく92.7％、令和３

年度が92.5％となっております。 

 (2)短期被保険者証と資格証明書の発行基準は。また、国保被保険者証との主な違いはと

いうことでございますが、短期被保険者証は保険税未納者との接触機会を増やし、自主的な

納付を直接働きかけるために設けられている制度になります。短期被保険者証の発行基準は、

短期被保険者証を発行する日の属する年度以前に保険税を５期以上滞納となっている世帯で、

納期相談に応じて分納の約束が履行されている世帯を対象としているところでございます。 

 また、資格証明書の発行基準は、特別な理由もなく納期限から１年以上を経過しても保険

税が滞納となっている世帯のうち、滞納相談に一向に応じようともしない者や取り決めた保

険税の納付方法を履行しない者などに適用しているものでございます。 

 主な違いは、国保被保険者証が通常１年間有効な保険証であるのに対して、短期被保険者

証は滞納状況や納付相談により１か月ないし３か月の有効期限を設けた被保険者証になりま

す。また、資格証明書は国保被保険者証の代わりに発行する証であり、医療機関の窓口では

医療費の全額を一旦自己負担していただくというふうになっています。そして、後日申請に

より給付割合相当分をお返しいたすという形になっているところでございます。 

 (3)厚労省は差押禁止の基準について１か月ごとに10万円と、滞納者と生計を一にする配

偶者その他の親族がある場合は１人につき４万5,000円を加算した額は差し押さえることが

できないとしているけれども、この基準を遵守しているかということでございますが、この
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基準については当然ながら遵守しているところでございます。 

 (4)国保税の収納率向上について、対策があれば示せということでございますが、滞納が

ある方に短期被保険者証や資格証明書を交付する際は、税務課と福祉課が連携して納税相談

を行うとともに、滞納分の分納誓約を取り付けるなど、滞納整理を行っているところでござ

います。 

 佐賀県税事務所に隔年で職員を派遣し、指導を受けながら収納業務を効率的、効果的に行

い、滞納整理の技術や知識を習得することで職員のスキルアップを図るとともに、収納率の

向上に努めておるところでございます。 

 また、佐賀県国民健康保険団体連合会の収納率向上アドバイザーによる国保税徴収実践研

修を活用することで、収納率向上につなげていくように努めているところでございます。 

 納税者の利便性向上を図るため、口座振替や昨年度開始したスマートフォン決済アプリに

よる納付を推進し、収納率の向上に取り組んでいきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

 ３、地域情報化整備事業についてということで、(1)事業内容の目的と概略を示せという

ことでございますが、本事業はスマートフォンなどをお持ちでない高齢者の方を対象に、デ

ジタル端末の利便性を体験していただくことで、デジタル化に対する不安感を払拭し、ス

マートフォンなどの購入やデジタルサービス活用へとつながることを目的としているところ

でございます。 

 事業内容といたしましては、個人に貸与する形でのタブレット端末体験のほか、各区公民

館でタブレット講習会の開催やケーブルテレビ等を通じて動画配信する行政情報を自由に視

聴いただけるように各区公民館へのタブレット端末の配置などを行うことを考えております。 

 (2)実施期間を令和４年10月から令和５年１月までの約４か月間としているが、この実証

実験を基に、令和５年度には具体的な事業を立案する計画があるのかということでございま

すが、本事業によりデジタル端末購入やデジタルサービス活用への関心が高まり、デジタル

デバイド解消に向けたニーズが把握できれば、来年度以降の事業立案につながるものという

ふうに考えているところでございます。 

 特に、公民館を活用したような形のものというのは、ぜひ何がしかの形で考えていきたい

というふうに思っております。 

 (3)町職員（特に執行部）は、タブレット型情報端末への切替えは行わないのかというこ



- 93 - 

となんですが、実際、今パソコンを１台ずつ持っていて、それをここに持ち込む方法がない

かという検討を相当したんですが、難しゅうございます。タブレットを別に買わなきゃいけ

ないという今の段階での結論でございます。２台持ちが許されるのかどうかというのが一番

のポイントになると思いますので、議会対応を行う管理職のみタブレット型端末を購入して、

議会用に運用する方法があるかどうかというのを検討したんですけど、いろいろな面で通常

業務のパソコンと２台持ちになるというのは、コスト面から、それ以外も含めて、ちょっと

検討しなきゃいけないかなというところまで今きているところでございます。 

 以上で１度目の答弁を終了させていただきます。 

○議長（重松一徳君） 

 松石健児議員。 

○３番（松石健児君） 

 それでは、これより２回目の質問に入らせていただきます。これより一問一答でよろしく

お願いします。 

 まず、まちなか公民館とコワーキングスペースの活用状況と今後の施策についてです。 

 これについては、大体お分かりかと思いますけれども、(4)の質問ですね。一部を基山町

観光協会のサテライト施設としての活用を検討できないかということが大きな目的になって

おりますが、その前に、せっかくですので、二、三ちょっと確認も含めて御質問させていた

だきたいと思います。 

 まず、まちなか公民館についてですけれども、目的については我々も承知しているところ

ではありますが、現在の人員、継続的な管理運営が困難になってきているというふうに書い

ていますけど、現在の開館日と開館時間、それと常駐者の有無についてはどうなっているか、

お答えをお願いします。 

○議長（重松一徳君） 

 大石産業振興課参事。 

○産業振興課参事（大石 顕君） 

 まちなか公民館の開館時間等についてですけれども、開館は平日のみになっておりまして、

開館の時間は10時から17時、夕方５時までとなっております。 

 管理運営については、ただいま管理サポートということでＳＧＫのほうに月曜日から木曜

日まではお願いしておりまして、金曜日が地域おこし協力隊の小野さん、そちらのほうに常
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駐していただいておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（重松一徳君） 

 松石健児議員。 

○３番（松石健児君） 

 さっきもちょっと申し上げましたけど、その地域おこし協力隊や集落支援員の活動内容に

よって持続的な管理運営が困難になってきているというのは、今そういうお願いをしている

のに、何でそういう状況が起きているのかというところはどうなんですか。 

○議長（重松一徳君） 

 大石産業振興課参事。 

○産業振興課参事（大石 顕君） 

 御存じのとおり、地域おこし協力隊だったり集落支援員、ただいまの業務内容については、

特に地域おこし協力隊の小野さんについては、有害鳥獣をメインとして六次産業化等に当

たっておりまして現場に出るのが多いと。集落支援員についても、ふるさと名物市場支援等

において各農業者回りとかを行っておりまして、外回りが多いということもあります。 

 その中で、管理サポート団体ということでＳＧＫにお願いをしているところなんですけれ

ども、やはりそういったところでもなかなか毎日管理をしていただくについては労力がか

かっておるということで、今後の継続が危ぶまれるということもありまして、そういったと

ころをまた検討したいというふうに考えております。 

○議長（重松一徳君） 

 松石健児議員。 

○３番（松石健児君） 

 ちょっと確認ですけど、開館中にどなたもいらっしゃらないという時間帯もあるというこ

とですか。 

○議長（重松一徳君） 

 大石産業振興課参事。 

○産業振興課参事（大石 顕君） 

 現在のところ、特に急な要件がない限り、どなたかが常駐しているような状況になってお

りまして、もし緊急な場合がありましたら貼り紙等で現在留守にしておりますと、そういっ
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た形で周知しているところでございます。 

○議長（重松一徳君） 

 松石健児議員。 

○３番（松石健児君） 

 続いて、コワーキングスペースのことですけれども、令和３年度では年間延べ100人の方

に御利用いただいているということで、これは登録制だと思いますけれども、もし分かれば

で結構です。現在の登録者数と登録目標値があればお答えください。 

○議長（重松一徳君） 

 大石産業振興課参事。 

○産業振興課参事（大石 顕君） 

 先に登録目標者数は特にございませんけれども、８月までの登録者、これは月契約をして

いらっしゃる方が１名いらっしゃったんですけど、９月現時点では今のところは登録者はい

ないところでございます。 

○議長（重松一徳君） 

 松石健児議員。 

○３番（松石健児君） 

 誰もいらっしゃらないということで、それはびっくりしましたけど、利用に際して利用条

件とか料金体系を念のため教えていただけますか。 

○議長（重松一徳君） 

 大石産業振興課参事。 

○産業振興課参事（大石 顕君） 

 基本的には条件というか、時間帯は10時から17時を基本として、その間で利用できるとい

う形になっておりまして、基本的に会員登録が必要です。ただ、その日一日のみの利用も可

能になってございまして、入会費としては1,000円、施設利用料ということで３時間500円、

１日1,000円、月額で登録される場合は月額5,000円ということになっております。月額の場

合は5,000円、１回お支払いしていただくような形です。 

 以上です。 

○議長（重松一徳君） 

 松石健児議員。 
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○３番（松石健児君） 

 ほかの一般的なコワーキングスペースからすると割安な料金設定だとは思いますけれども、

それと、まちなか公民館のほうについては、私も参加させてもらった集会がありますが、割

といろいろと開催されているというのは存じ上げております。ただ、観光協会が商工会から

産業振興協議会に移行されて、産業振興課のほうが事務局をされているということでしょう

けれども、やはり駅前から近いところに何かしら観光的な相談、尋ねていく場所があったの

が今ないというところで、やっております。そういう意味では、コワーキングスペースとま

ちなか公民館はスペースで区切られていますけれども、そこまでコワーキングスペースの活

用が多くないんであれば、もうちょっとオープンスペースにして、もちろんコワーキングス

ペースとしても活用できるようなパーティション程度は必要かもしれませんけれども、もっ

とオープンな場所にして、観光協会のサテライト会場としてもっと集客をするような方法は

考えられないんでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 大石産業振興課参事。 

○産業振興課参事（大石 顕君） 

 そうですね、町長の答弁のほうにもございましたように、確かに観光の案内所的な施設と

しては場所的、立地的によいかなというふうには考えております。おっしゃるとおり、そう

いったオープンスペースの使い方、そういった方向性も一つあると。ただもう一つ、コワー

キングスペース、こういったところがコロナ禍の中でまた改めて注目を集めているという現

状もありますので、そういった場合にオープンスペースとしてお仕事をしやすいのかとか、

そういった兼ね合いもありますので、そういったところも踏まえて検討をしていきたいとい

うふうに考えてございます。 

 以上です。 

○議長（重松一徳君） 

 松石健児議員。 

○３番（松石健児君） 

 であれば、基山町にたまたま駅から降りて何かしら時間が一、二時間空いたから観光した

いと、そういった場合に、どこか近くで尋ねて、そういった観光案内をしてくれるような場

所があるのかどうか、現状はどうですか。 
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○議長（重松一徳君） 

 大石産業振興課参事。 

○産業振興課参事（大石 顕君） 

 そうですね、おっしゃるとおり、駅付近ですぐに案内できるようなところは恐らく公的な

機関としてはございません。ただ、現状として近くの商店街の店主だったり、そういったと

ころが、そこに委ねているわけではありませんけど、町民の優しさ、そういったところで御

案内いただいているのかなというふうに感じております。駅も含めてですね。 

 以上でございます。 

○議長（重松一徳君） 

 松石健児議員。 

○３番（松石健児君） 

 新しく参事になられたので、あまり強くは責めにくいんですけれども、そういったいろん

な地域の観光、あるいは食事をするに当たって、それはもちろんスマホなり情報端末で調べ

ることもできますけれども、観光で一番大事なのは人との何とかというじゃないですか。そ

の辺はどう思われますか。 

○議長（重松一徳君） 

 大石産業振興課参事。 

○産業振興課参事（大石 顕君） 

 そうですね、議員がおっしゃるとおり、私も観光で一番大切なのは人との出会いだったり、

人との対話、そういったところが大きなところであるかなというふうに思いまして、観光施

設等の設置については、やはり費用対効果等の部分がありますので、人員だったり、施設の

部分だったり、そこら辺は慎重に検討したいというふうに考えています。 

○議長（重松一徳君） 

 松石健児議員。 

○３番（松石健児君） 

 やっぱり観光に来られる方がどういうところを望まれているかとか、そういうことは担当

課として知っておくことも必要だと思うんですけれども、以前、庁舎の土曜日、あるいは夜

間の開庁を試験的にやったり、今度、広報も一月に２回を１回にするのを試験的にやってい

ます。例えば、産業振興課だけじゃ厳しいかもしれませんけれども、若手の方とかを午前、
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午後等に分けて、なかなか職員を行かせるというのは難しいと町長は言われましたけれども、

そういったところに行って実際にお客さんが来られて町のことを伝える、あるいは情報、

ニーズを聞くということも非常に大切だと思うし、コワーキングスペースとはまさにそう

いったときに使うところですから、使い勝手とかも担当課として職員が行って、使い勝手、

あるいは不具合や不都合があるようなところがあれば、そういったところも調査するという

ことには非常に効果的だと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 大石産業振興課参事。 

○産業振興課参事（大石 顕君） 

 そうですね、確かに今のところはそういった調査、使用感というのは、私も使用はしたこ

とがあるんですけれども、観光面で御案内とかニーズがあるのか、そういったところは、手

法は検討するとしまして、今後そういったことも検討したいというふうに考えます。 

○議長（重松一徳君） 

 松石健児議員。 

○３番（松石健児君） 

 押し問答みたいになるので、これ以上は言いませんけど、例えば、今ウォーキングマップ

がありますよね。サイクリングマップも４月に新たに作られました。９月からは基山町のマ

ニアックな魅力発信として「DEEP KIYAMA＃100」とホームページとかでも出ていますけれど

も、これが10月からスタンプラリー等もやられますよね。キマチャリ事業もあるし、サイク

リング大会もある。基肄城に対しても今力を入れようと町長自ら名乗りを上げて、これから

活性化していこうとしている。そういった町を活性化するということをしても、ホームペー

ジからの情報発信はあるにしても、そこの拠点でいろんな情報発信をやれるような場所がな

ければ、せっかくの事業も脆弱な形で終わってしまうようなことも考えられると思うんです

よね。ホームページには触れませんけど、ホームページでも１か所に集約するということも

大事だと思っております。きままにきやまとか、あの辺もどこからアクセスしていいのか分

からないというところもありますけど、まずは今後まちなか公民館と併せて本年度中に検討

して──本年度中というのは令和４年度中ですよね。令和４年度中に検討していきますとい

うことであれば、これから観光事業に物すごく力を入れていって、予算もある程度使われて

いますよね。であれば、そこを今有効に活用することが一番大事じゃないかと思いますけど、
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最後に一言お願いします。 

○議長（重松一徳君） 

 大石産業振興課参事。 

○産業振興課参事（大石 顕君） 

 今、議員がおっしゃるとおり、観光については、今後、コロナ禍、アフターコロナ等に向

けて大変基山町でも盛り上げていきたいというふうに考えておりますので、確かにそういっ

た拠点があれば、こちらのほうも周知等、御案内等もやりやすいなというふうには考えてお

ります。ただ、先ほどからお伝えしておりますとおり、運営費等、一番問題はどうやって運

営していくかというところが大切になってきますので、そこら辺を踏まえて検討をしていき

たいというふうに考えております。 

○議長（重松一徳君） 

 松石健児議員。 

○３番（松石健児君） 

 大変だとは思います。ただ、観光情報発信場所が庁舎の１階ならまだしも、２階というこ

と、それから、駅から遠いというのが非常にデメリットがあると思いますので、ぜひ前向き

に検討をしていただければと思います。 

 続いて、２番目の国民健康保険税の滞納者に対する収納方法についてです。 

 あらかた御答弁をいただいておりますけれども、細かいところを二、三伺いたいと思って

おります。 

 現状はある程度適正な対応をして、真摯に対応していただいていると思っていますが、こ

れも分かったらで結構ですが、直近の短期被保険者証と資格証明書、それぞれの発行数を開

示することは可能でしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 吉田福祉課長。 

○福祉課長（吉田茂喜君） 

 直近の７月末で短期被保険者証の対象世帯として38世帯74名ということで把握をしており

ます。資格証明書の発行についてはゼロ件でございます。 

○議長（重松一徳君） 

 松石健児議員。 
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○３番（松石健児君） 

 ちょっと前後しますけど、もともとこの質問をさせていただいたのが、滞納に対して差押

えが非常に増えてきているという情報データがありました。さらっと読もうかと思ったら、

差押率の高い自治体が佐賀県、群馬県、長崎県、鹿児島県、福島県というようなところが挙

がっておりました。これは2016年度ですけれども、発信されている情報は今年８月だったと

思っております。特に、群馬県なんかは約39億円の滞納額に対して60億円の差押えを行って

いるんですよね。要は滞納額に対して、それ以上の──各個人全て全部ばらばらでしょうけ

れども、例えば、土地なんかは滞納額以上のものを動産、不動産、あるいは車とかを押さえ

ていると。万が一、佐賀県で、基山町でそういうことが行われていないだろうかというふう

に思いましたけれども、基山町ではないということですので、安心はしております。 

 収納率についても令和２年度よりは令和３年度が0.2ポイント下がっておりますけれども、

平成28年度の88.3％からは4.2ポイント上がってきているんですよね。だから、そこら辺は

御尽力いただいていると思いますけれども、直近３年間でも約3,000万円程度の滞納額はあ

るということです。 

 この中で、(2)の答弁で、資格証明書は医療機関の窓口では医療費の全額を一旦負担して

もらい、後日申請により給付割合相当分をお返しいたしますというふうに答弁であったんで

すけれども、例えば、その後、給付申請、後日、給付割合相当分を申請しても、未納額が

あった場合、それを未納額に充てますといって返さないんじゃないか、あるいはこれも法的

には適正なんですけれども、生命保険の積立てみたいなものがあって、解約すると返戻金が

あると。滞納がある程度一定を超えている方に対しては、その誓約書は書くんでしょうけれ

ども、一方的にもうちょっと返納率を上げてくれということで、生命保険を勝手に解約して

納税させる、そういったことは過去行われたりはされていないんでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 酒井税務課長。 

○税務課長（酒井智明君） 

 今のお尋ねで、差押えに関しまして、生命保険料の解約返戻金の差押えということですけ

れども、これにつきましては、差押えをする中にそういった生命保険の差押えはできるよう

になっておりますので、ここ３年間で実績でいいますと４件ほど行っております。 

○議長（重松一徳君） 
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 松石健児議員。 

○３番（松石健児君） 

 改めて言いますけれども、その方それぞれに相談を行って、滞納分以上の差押えをしたり

というのは、法的にのっとってやっているけれども、滞納している以上に差押えをやってい

るというケースはあるんでしょうか、ないんでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 酒井税務課長。 

○税務課長（酒井智明君） 

 差押えを行う際には、国税徴収法とか、そういったところで差押禁止の基準とかもろもろ

ございますので、今の生命保険に関しても滞納額を上回って差し押さえるといったことは

行っておりません。 

○議長（重松一徳君） 

 松石健児議員。 

○３番（松石健児君） 

 悪質な滞納者に対してはある程度毅然とした措置を講じる必要があると思いますけれども、

国民健康保険は他の公的医療保険よりも群を抜いて保険料が高いんですよね。今、特に非正

規社員の方や、離婚や死別によって、もともと負担であった国保料がさらに重くのしかかっ

てきているケースが増えてきている。それともう一つは、町からの繰入金ですかね、国保に

対しての繰入金や、財政調整基金のほうからの繰入れ等も増えてきて、なるべく徴収率、収

納率を上げていかなくちゃいけないというところで、そういった過剰なことが増えてきてい

ると思います。町としてはそういった過剰な行為はやられていないんでしょうけれども、今

後、県もやられていないとは思うんですけれども、県の単一化に伴って、収納方法が適正な

のかどうかというのは注視していただきたいですし、相談もきちんとやられているというこ

とですけれども、全国的なそういった問題が起きているということを踏まえて、改めてその

辺の対応が適正にやられているかということは見ていっていただきたいと思っております。 

 以上で２番目は終了します。 

 続いて、３番です。地域情報化整備事業（デジタルデバイド解消事業）についてというこ

とで、これも１番目の質問と一緒ですけれども、一番聞きたいところは(3)の町職員（特に

執行部）は、タブレット型情報端末への切替えは行わないのかというところです。 
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 その前に、このデジタルデバイドの事業についてですけれども、これは予算段階で事業を

承認していますし、事業説明書も伺っております。200万円の予算で行う事業だというふう

に出ておりますけど、事業説明書では対象件数が約100件ということで、ホームページに出

ていた事業説明書では、事業対象者が50世帯から80世帯というふうに書いてあったんです。

９月１日の「広報きやま」では募集を65歳以上の高齢の方35名に活用していただくようなも

のがあったんですけど、その辺のずれというのはどういうふうになっているんでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 亀山企画政策課長。 

○企画政策課長（亀山博史君） 

 当初計画しておりましたデジタルデバイド解消事業でのタブレットの貸出台数でございま

す。事業者のほうと調整をして、100台程度御準備ができそうということですので、そこか

ら今回、一般公募分として「広報きやま」の９月１日号で募集を今かけているところでござ

いますけれども、35台。それから、30台程度はプラチナ社会政策室と連携をしまして、現在

訪問をしていただいております一人暮らしの高齢者と緊急を要する高齢者等、そこら辺の選

定は今順次進めているところでございますけれども、そちらのほうに30台程度。それから、

各区の公民館ですね、今17区ございます。17区ですので、そちらに17台。あとプラスＳＧＫ

がけやき台に事務所があります。そちらのほうでも使ってもらえないかというふうに考えて

おります。予備であと17台ほど出てきますので、不具合等がある場合のために少し予備では

取っておりますけれども、万が一公募等が多かったり、プラチナ社会政策室での選定の数が

少し想定よりも多かったりする場合はそちらで対応したいということで、一般公募で35台で

出している分と御説明していました80台ないし100台というところのずれは、その点でござ

います。 

○議長（重松一徳君） 

 松石健児議員。 

○３番（松石健児君） 

 分かりました。議会ではそこまでの細かい説明をいただいていなかったので、確認の意味

で。 

 あと２点です。公民館で活用するというのは、例えば、各区の区長にお願いして、集会、

ある程度人員集めをやって、何かそういったタブレットの研修を行っていくんでしょうか。
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内容に関して。 

○議長（重松一徳君） 

 亀山企画政策課長。 

○企画政策課長（亀山博史君） 

 現在想定しておりますのは、公民館に大型のモニター、テレビ等ございますので、そちら

に端末をつなげる形で活用をしていただけないかというふうに考えております。何かイベン

トをして区長に負担をかけて人を集めてもらうというところはあまり想定しておりませんで、

例えば、通いの場であったり、各区の毎月行われているイベント等の際にケーブルテレビ等

も見れるようになっておりますので、視聴していただくような形で区長のほうにはお願いを

していこうかなというふうに考えております。 

○議長（重松一徳君） 

 松石健児議員。 

○３番（松石健児君） 

 あと、ケーブルテレビを活用してどのような情報をタブレット端末から配信するんでしょ

うか。 

○議長（重松一徳君） 

 亀山企画政策課長。 

○企画政策課長（亀山博史君） 

 現在、基山町で主にけやき台の地区でケーブルテレビ等の視聴ができるようになっており

ますけれども、現在、いわゆるケーブルを引かなくてもＩＰ放送、インターネットを通じて

ケーブルテレビが視聴できるような開発が既にされておりまして、現在でもけやき台地区以

外でも契約をすることによって、ケーブルテレビが視聴できるようになっております。 

 今回、いわゆるiPadの中にケーブルテレビを視聴できるような形で設定をした状態で実証

実験の端末をお渡ししたいというふうに考えておりますので、そういう形で、まずはタブ

レット端末でケーブルテレビが見れると。それから、タブレット端末を大型のテレビに接続

することで、大型画面でもケーブルテレビが見れるというような形で情報発信をしていきた

いと考えています。 

○議長（重松一徳君） 

 松石健児議員。 
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○３番（松石健児君） 

 もう一点だけ、先ほど公民館の使用について伺ったんですけれども、ただぽんと置いてお

いただけじゃ、取扱い、いろんな行事でも分かる人がいない。その都度役場の職員の方が説

明か対応に行かれるんですか。 

○議長（重松一徳君） 

 亀山企画政策課長。 

○企画政策課長（亀山博史君） 

 公民館での活用につきましては、これをしてくださいというものではなくて、区長が大体

iPadの使い方が──そんなに詳しい方もいらっしゃらないと思うんですけど、検索に使った

り、ケーブルテレビを視聴していただいたりという簡易な操作でできるものを想定しており

ます。 

 今おっしゃられたように、やはり使い方についてお問合せ等はあると思いますので、事業

者ないし私たち職員のほうでその都度対応していきたいというふうには考えております。 

○議長（重松一徳君） 

 松石健児議員。 

○３番（松石健児君） 

 議会のほうも承認していますけれども、区長もまた１つ大変ないろいろな作業、仕事が増

えてしまうんじゃないかなとちょっと危惧しておりますけれども、取扱い、管理方法とか、

その辺の対応についても十分区長会等で話をしていただければと思います。 

 最後の今後の事業立案に対しては、実証実験を行ってからでしょうから、有効に活用でき

るような何かしらがあるといいと思っております。 

 (3)の町職員（特に執行部）は、タブレット型情報端末への切替えは行わないのかという

ところですけれども、町長から答弁を一回いただきましたけれども、学校の児童・生徒も

持っていますし、議会も環境対策として一昨年から導入しております。今回、高齢者の方に

も情報格差解消ということで端末の活用を推奨しています。基山町は2050年までにＣＯ２排

出量実質ゼロを目指すということでゼロカーボンシティ宣言もされています。Ｗｉ－Ｆｉと

か、そういう問題もあるんでしょうけれども、ノートパソコンじゃなくて、情報通信がつい

ているキーボード分離型のタブレットを導入するということもできないんですか。 

○議長（重松一徳君） 
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 亀山企画政策課長。 

○企画政策課長（亀山博史君） 

 この話につきましては、企画政策課でも今検討を進めておりまして、今御提案いただきま

したように、当初、通常のノートパソコンではなくて、いわゆる分離型のツーインワンとい

うような、どちらでも使える形を検討しておりました。ポイントは、やはりどのような形

で通信を行うかということになりますけれども、今、職員が通常使っているパソコンは有線

ＬＡＮでつないで通信を行っております。議員の皆様がお持ちのiPad等は、いわゆるセル

ラータイプといわれる無線で通信を行っております。その分離ができるタイプというのは、

どちらもできるんですけれども、ここで自治体上のセキュリティーの問題で、いわゆる有線

で接続しているインターネット環境と無線で接続するインターネット環境というのは全く別

物でございまして、それぞれにセキュリティーのレベルを上げないといけないと。分かりや

すく言うと、外部のＵＳＢを容易に挿してはいけないというか、いわゆるパソコンにウイル

ス等が入っているおそれのあるＵＳＢ等を今でも職員は使ってはいけないようにしているん

ですけれども、インターネット環境を違うものを１台のパソコンで扱うということは、いわ

ゆる有線ＬＡＮでどれだけセキュリティーレベルを上げても、無線のほうでウイルスに感染

して、それをつなげたときに有線のほうにウイルス感染するおそれがあるということで、専

門の業者の方にも御相談をしたんですけれども、やはりそういう使い方は現時点では推奨で

きないということで、分離型のタブレットパソコンは今の時点では検討ができないと。であ

れば、２台持ちにするか、元に戻りますけれども、パソコンをここに持ってきて、ここに有

線ＬＡＮを持ってくるかと、どちらかですかねというところで担当課としては今提案をして

いるところではございますけれども、その点ではやはりコストがかかるというところで、今

まだ検討中の段階でございます。 

○議長（重松一徳君） 

 松石健児議員。 

○３番（松石健児君） 

 我々のタブレットには町民の個人情報とかそんなに入っていないでしょうけれども、でも、

あらかたあんまり公開できないような情報も中には入っていますし、人によっては書き込み

で個人情報を入れるようなこともあると思います。そういう部分でのセキュリティーの問題

はある。ほかの自治体でタブレット端末を入れている自治体もありますよね。今まで少し検
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討されたというふうに言われていましたけど、そちらが無線でできて、何で基山町は有線で

しかできないんでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 亀山企画政策課長。 

○企画政策課長（亀山博史君） 

 県内の自治体で今タブレットを使っている自治体が20市町のうち11市町、何らかのタブ

レットを使っている自治体でございます。ただ、完全にいわゆる庁舎内のファイルを見れる

状態で共有できている自治体というのは２自治体だけでした。あとは、11自治体のうち９自

治体はやはり２台持ち、分離型で、支給されているタブレットパソコンでは庁舎の情報は見

れないと。いわゆるインターネットは見れるけれども、庁舎内の情報は見れない状態で、い

わゆる議会用として２台持ちをさせていると。そのほかの自治体につきましては、やはり基

山町と同じで、ノートパソコンないしデスクトップパソコンで、あとは議会等は紙で対応し

ているというような状態でございましたので、Ｗｉ－Ｆｉでするなら、基山町のネット環境

は全てＷｉ－Ｆｉにしてやるというのも１つの方法かもしれないんですけれども、現在は有

線ＬＡＮにしておりますので、そこのネットワーク環境の再構築というところまで大きな話

になりますけれども、検討が可能であれば本町においてもＷｉ－Ｆｉ環境での１台、管理職

のパソコンも１台で移動が可能なもので技術的にはできるかなと思います。 

○議長（重松一徳君） 

 松石健児議員。 

○３番（松石健児君） 

 仮にパソコンと別にタブレットを２台持ちという形で、試算か何かされましたか。どの程

度負担が増えて、現状できないかというところは、いかがですか。 

○議長（重松一徳君） 

 亀山企画政策課長。 

○企画政策課長（亀山博史君） 

 詳細な試算はしておりませんけれども、今検討しているのはタブレット型を買う、導入す

るのではなくて、自席のパソコンを議場に持ち込んで、ここにそれぞれの管理職の席に有線

ＬＡＮと電源コード等を工事するというところで、ちょっとアナログ式ではありますけれど

も、その場合が今概算で200万円から300万円程度は工事費だけでかかるというところは業者



- 107 - 

とはお話をしていますので、あとはタブレットを導入した場合のケースはまだ試算等はして

おりません。 

○議長（重松一徳君） 

 松石健児議員。 

○３番（松石健児君） 

 私もそこまで玄人ではないんですけれども、有線を持ってくるんではなくて、例えば、通

信端末の飛ばすテザリングできるものがありますよね。ネット回線というか、Ｗｉ－Ｆｉで

すよね。そのＷｉ－Ｆｉを設置じゃなくて、テザリングする機械を２台か３台ここに設置し

て、執行部のほうだけでも網羅できるようなことはできないのかということと、もしかした

ら多分パソコンだと共有ができないですよね。その辺の問題もあると思うんですけど、予算

だけ言われると何とも言えないんですけど、やっぱり環境問題とかその辺を考えて、議会の

ことで、議会のほうと統一して、職員とも書きましたけど、せめて執行部の方だけでも持っ

ていただくということが、私は非常に議会の活性化、それこそほかの自治体とのデジタルデ

バイドにならないように進めていくことが大事だと思うんですけれども、仮に今難しいとし

ても、どれぐらい──予算のことを言っていたらもう10年たってもできないんですよね。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 まず、２台持ちを前提にするなら比較的簡単にできます。その代わり、２台持ちの場合、

ここのパソコンから、通常我々が使っているパソコンのデータは一切見れません。皆さんと

同じ状況でしかできません。今度はここに有線を引いてそれを見れるようになったら、アプ

リが入れられないので、皆さんと共有ができません。だから、どっちかなんですよね。皆さ

んと共有ができないと、やっぱりここで議会がうまくいかないと思うので、やるとしたら、

２台持ちで、今幾らぐらいですかね、10万円まではかかりませんから、今人数分の掛け10ぐ

らいを考えておけば、Ｗｉ－ＦｉでやるかＳＩＭでやるかは選択肢なんで、どっちでもあま

り大したことはないので、テザリングも含めて、そういう感じになります。 

 だから、全部ができたらいいなと思っていたんですね。ここで下の情報も全部見れて、議

会の皆さんとも情報共有ができたら、しかも、それが１台で、議員がおっしゃるように、

戻ったら、またかぱっとはめればできるというのを理想形で検討し始めたんですけど、これ
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がもろくも今崩れているという形になっていますので、あとは、一番現実的なのはタブレッ

トを別にこの人数だけ用意するという形。ただし、そのときにここで全て情報を我々が分か

るだろうと思ってもらうと分からないという形になります。皆さんと同じ条件というふうな、

そんな感じで進めるかどうかというのを、今まさにどうしようかねという話を内部でも検討

しているところでございますので、それでもやっぱり２台持ちでも執行部は持ったほうがい

いんじゃないかということになれば、ちょっと後押ししていただければ、我々もそれを検討

したいなとは思っていますけれども、そんな感じのところでございます。 

○議長（重松一徳君） 

 松石健児議員。 

○３番（松石健児君） 

 もともとこれは議会のほうから、我々がタブレットを持つときに執行部も全て共有してと

いうような意見でしたから、特に反対する方はそんなにいらっしゃらないとは思います。今

おっしゃっているようなハードルはいろいろあるかと思いますけれども、できれば導入の検

討委員会等か、そういう会をつくっていただいて、できればどれぐらいまでに検討して、例

えば、ここ１年、１年半ぐらいで──そんなに長くは必要ないと思いますけど、検討して、

３年間とか５年間は現状でいくという判断をするのか、来年度に試験的に導入するとかとい

う検討をするのかということの回答ぐらいは早く出せると思うんですけれども、我々として

も紙資料が全くなしではできないというところもありますけれども、やはり今後のことを考

えると、保存スペースの問題とか紙の環境問題のことを考えれば、いろんなデメリットもあ

るかもしれませんけれども、うまく使えばそちらのほうが有効になっていくというところで

の導入をほかの自治体もやっていますので、いかがですか。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 一番早ければ来年度当初予算にのっけたいと思いますが、多分、全員分というのはあれだ

と思いますので、これからタブレットはいろんなところで使うケースがあると思いますので、

まずはこの中でも何人かで試してみて、１年ぐらい試してみて、うまく機能する、そして、

議会の皆さんとも共有できるようなことが分かったら次のステップに進めるような、そうい

う検討でいいかという検討をしたいと思います。私が勝手に決めるものではありませんので、
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職員の皆さんと一緒に、そこら辺をきっちり時間をかけて検討したいと思います。 

 そして、一番最短で来年度で、遅くても次の年までにきっちり答えが出せるような準備を

していきたいというふうに思います。ただ、今の検討だと２台持ちになってしまいそうなの

で、そこはぜひ御理解いただきたいなというふうに思います。 

○議長（重松一徳君） 

 松石健児議員。 

○３番（松石健児君） 

 私に限らず、我々議会は議会改革ということでこういうタブレット端末も導入しています

ので、ぜひそういった方向で執行部の方も御検討いただきますよう前向きにお願いしたいと

思います。 

 時間は少し残りましたけれども、以上で私の一般質問を終了します。ありがとうございま

した。 

○議長（重松一徳君） 

 以上で松石健児議員の一般質問を終わります。 

 ここで午後１時まで休憩します。 

～午前11時51分 休憩～ 

～午後１時00分 再開～ 

○議長（重松一徳君） 

 休憩中の会議を再開します。 

 次に、天本勉議員の一般質問を行います。天本勉議員。 

○２番（天本 勉君）（登壇） 

 皆さんこんにちは。ただいまから一般質問をいたします２番議員の天本勉でございます。

傍聴席の皆様、本日はお忙しい中に傍聴に来ていただきまして、厚く御礼申し上げます。 

 それでは、質問に入らせていただきます。 

 まず、質問事項１、事前の防災・減災対策の推進についてお尋ねします。 

 近年の豪雨により、基山町においても毎年のように災害が発生しております。このような

状況下において、安心・安全なまちづくりを推進するためには、危険箇所や慢性的に浸水、

越水している危険地域は事前に防災・減災対策を行い、事業の推進を行う必要があると考え

ますが、町の姿勢をお伺いします。 



- 110 - 

 (1)７月、８月の豪雨による被害状況及び今後の復旧の見通しはどうか。 

 (2)豪雨時に慢性的に冠水等が発生している次の箇所の対策を今後どうするのか。 

 ア、開発住宅（白坂地区）の浸水対策。 

 イ、宮浦住吉地区農業用水路の越水対策。 

 ウ、桜町・伊勢山線の田中鉄工周辺の冠水対策。 

 エ、県道本郷基山停車場線の大林道路周辺の冠水対策。 

 オ、明光寺西側水路の安全対策。 

 それぞれお示しください。 

 次に、質問事項２、まちづくり基本条例に基づく町民提案等に対する対応についてお尋ね

します。 

 基山町まちづくり基本条例は、本町のまちづくりに関し基本的な事項を定めるとともに、

まちづくりにおける町民の権利と責務、議会及び町の役割と責務を明らかにすることにより、

町民主体の自治の実現を図ることを目的に制定され、平成23年４月１日から施行されており

ます。この条例の第16条に町民提案制度が規定され、町民はまちづくりに関する施策や具体

的な事業に関する提案、意見及び要望など提案等を町に提出することができることとされて

おります。 

 そこで、町民の提案等に対する対応の具体的な施策や事業等についてお尋ねをいたします。 

 (1)条例が施行して12年たちますが、これまでの提案等の件数をお示しください。 

 (2)そのうち、道路、水路などハード面の提案件数は何件か。 

 (3)過去３年間の提案件数及び道路、水路等ハード面の提案件数とその事業等の成果をお

示しください。 

 (4)これまでの提案についての具体的な施策や事業等の成果について、主なものをお示し

ください。 

 以上で１回目の質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君）（登壇） 

 天本勉議員の一般質問に答弁させていただきます。 

 １、事前の防災・減災対策の推進についてということで、まさに昨日から今日にかけても、
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思ったほど雨量が少なかったので、先ほど確認してきましたけど、農業、それから、道、川

等、目立った被害の報告はまだ現段階ではあっておりませんので、よろしくお願いいたしま

す。 

 (1)７月、８月の豪雨による被害状況及び今後の復旧の見通しはどうかということでござ

いますが、７月18日、19日の豪雨被害の公共土木施設の被害では、細かいところも入れて町

道が14か所、法定外道路が１か所、法定外水路が１か所被災し、その他14か所の土砂撤去を

行ったところでございます。８月豪雨では町道長浦３号線の１か所に被災がありました。被

害を受けた公共土木施設では、土砂撤去などの応急対応を行ったところでございます。 

 また、河川では実松川１か所が被害を受けましたので、河川管理者の県土木事務所により

今年度災害復旧が計画されているところでございます。 

 農地農業用施設では、農地２か所、農業施設水路２か所の被害を受けましたので、今年度

に災害復旧を予定しているところでございます。 

 被災した町道など施設の災害復旧につきましては、復旧のため修繕費を９月補正予算に計

上しているところでございます。 

 農地農業用施設については、測量設計費を補正予算に計上し、災害復旧の手続を進めてま

いりたいというふうに考えているところでございます。 

 (2)豪雨時に慢性的な冠水等が発生している次の箇所の対策を今後どうするのかというこ

とでございますが、まずはア、開発住宅（白坂地区）の浸水対策ということで、白坂地区は

豪雨により土砂が流出しておりますので、今年度、土砂流出対策としての土砂だまりの擁壁

を設置いたしますが、根本的な対策がさらに必要だと考えているところでございます。 

 イ、宮浦住吉地区農業用水路の越水対策についてということで、住吉地区は道路への越水

部分について、今年度中に水路の道路側に越水防止壁などの対策を行う予定としております。 

 ウ、桜町・伊勢山線の田中鉄工周辺の冠水対策ということでございますが、桜町・伊勢山

線の田中鉄工周辺の冠水については、バイパス管を設置した冠水対策を実施したことにより、

現在は解消されているというふうに認識しているところでございます。 

 エ、県道本郷基山停車場線の大林道路周辺の冠水対策ということでございますが、県道本

郷基山停車場線の大林道路周辺の冠水については、冠水していたため、町より道路を管理す

る東部土木事務所へ排水路の清掃や堆積土の除去を依頼し、実施されたところでございます。

これで幾分緩和されたんですが、しかし、短時間ですが、現在も集中豪雨の場合、冠水する
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ケースがございますので、東部土木事務所へ県道の排水施設改善について要望しております。

ただ、かなり改善していますので、冠水してもすぐにまた元に戻る状態に今なっているとこ

ろでございます。 

 オ、明光寺西側水路の安全対策ということで、明光寺西側の水路は幅が狭い町道と接して

いることから、通行人の水路転落を防止する安全対策として、今年度、転落防止柵設置を計

画しているところでございます。今後も道路の安全確保に努めてまいりたいというふうに考

えているところでございます。 

 ２、まちづくり基本条例に基づく町民提案等に対する対応についてということで、(1)条

例が施行して12年がたつが、これまでの提案等の件数を示せということでございますが、ま

ちづくり基本条例に定めている町民提案制度は、町民がまちづくりに関する施策や具体的な

提案、意見及び要望を町に提出することができる制度になっております。平成23年度より提

案の受付を開始し、令和４年８月現在までに228件の提案があっております。 

 (2)そのうち、道路、水路等ハード面の提案件数は何件かということでございますが、228

件の提案の中で、ハード面に関する提案は72件となっております。 

 (3)過去３年間の提案件数及び道路、水路等ハード面の提案件数とその事業等の成果を示

せということでございます。 

 令和元年から令和３年までの提案件数39件で、そのうちハード面に関する提案が15件と

なっております。主な事業成果といたしましては、甘木鉄道立野駅付近の町道大城４号線の

水路の蓋かけ、町道千夫・長野線の振動対策、つなぐ郷南側入り口道路沿い水路の改善の提

案に対して、道路改良及び舗装補修工事を実施し、改善を図ったところでございます。 

 (4)これまでの提案についての具体的な施策や事業等の成果について主なものを示せとい

うことでございますが、これまでの提案における主な成果といたしましては、安心・安全に

関係する防犯灯、カーブミラー、ガードレール設置等の提案が半数以上を占め、最も多くあ

りますが、令和３年までの要望は完了、または完了予定となっているところでございます。 

 その他には、大雨時に冠水するおそれのある道路に対する提案で、グレーチングの設置や

使わなくなった井堰の撤去及びためますや側溝の清掃を行い、改善を図っているところでご

ざいます。佐賀県が管理する土砂災害区域の砂防ダム設置や河川の護岸の修繕、しゅんせつ

に対する提案については、佐賀県東部土木事務所と現地確認を行った上で要望を行い、早期

改善に努めているところでございます。 
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 以上で１回目の答弁とさせていただきます。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○２番（天本 勉君） 

 それでは、２回目の質問に入らせていただきます。 

 まず、豪雨による被害状況及び今後の復旧見通しについてお尋ねをいたします。 

 ７月18日にきざんの守り人ということで、美化活動を城戸１号線、それと、塚原・長谷川

線の役場前の草刈りを行ったんですけど、その深夜に豪雨が降りました。町では今年度、今

日はのけて、７月18日、８月17日、８月21日の３回、災害対策連絡室が設置されております。 

 先ほどの答弁の確認ですけれども、先ほどの答弁では、公共土木施設、町道14か所、法定

外道路１か所、法定外水路１か所、土砂撤去、のり面・路肩崩壊14か所の30か所、それと河

川が実松川１か所、農地農業用施設が農地２か所と農業用施設水路２か所、合わせて35か所

の被害があったということで理解をしてよろしいでしょうか、お尋ねします。 

○議長（重松一徳君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 崩壊の箇所数としては、そのようなことでお願いいたします。ただ、農地につきましては、

多分、議会のほうにお出ししている資料については、１か所工事150メートルを今１か所ず

つというルールに基づいた今後の流れの形で、例年に合わせてさせていただいておりますの

で、その分が少し誤差が出ておりますけれども、箇所は今言われた合計となります。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○２番（天本 勉君） 

 35か所ですね。河川被害で実松川は県の土木事務所で今年度災害復旧ということで先ほど

答弁ありました。今回の補正で、公共土木施設災害復旧費に修繕料1,015万円、土砂等撤去

手数料700万円、農地農業用施設災害復旧費には測量設計業務委託料440万円、土砂等撤去手

数料、これは台風も含めたところで100万円計上されておるという説明を受けましたけれど

も、現時点で大体事業費としてどれぐらいかかるのか、試算はどう見込んであるのか、お尋

ねします。 
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○議長（重松一徳君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 公共施設につきましては、９月補正で予算を上げさせていただいておりますので、合計で

1,715万円を予定しております。農地農業用施設につきましては、正式には測量設計で出さ

せていただくんですが、概算では1,000万円足らずぐらいを想定いたしております。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○２番（天本 勉君） 

 私、３月議会で農業について質問をいたしました。令和３年８月１日現在で、基山町の農

地は田畑合わせて378ヘクタール、１区が72ヘクタール、２区が66ヘクタール、３区と９区

が合わせて14ヘクタール、４区が34ヘクタール、５区１ヘクタール、６区38ヘクタール、７

区30ヘクタールですね。中山間地域の１区、２区、４区、６区で大体全体の82.4％を占めて

いる中で、中山間地域の被害は先ほどの35か所のうち、どれぐらいか分かりますか。 

○議長（重松一徳君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 まず、中山間地区からの農地及び農業用施設の災害の連絡はございませんので、今回上げ

させていただいているのは、６区の平地のほうですね、バイパスより東側のほうになります。

そこは先ほど言いましたように４か所出ておりますけど、中山間として位置づけられている

ところからの連絡はございませんでした。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○２番（天本 勉君） 

 議会資料で頂いた公共土木施設の被害箇所、これは土砂撤去も含めて30か所ありましたけ

ど、大体中山間地域が15か所被災しておりました。大体３分の２ですね、それが中山間地域

ですから、被害が出ております。 

 産業振興課にお尋ねしますけど、例えば、職員の方で被災というのはなかなか難しいと思

うんですよね、回るのは。そういう場合、例えば、今回の被災も含めて、町民の方とか農業
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者からの連絡によってされておるのか。そういう被害があった場合の把握は日頃どうされて

おりますか、お尋ねします。 

○議長（重松一徳君） 

 栁島産業振興課長。 

○産業振興課長（栁島一清君） 

 こういった豪雨災害のあった際には、生産組合長会議が月に１回あっておりますので、そ

ういった場で広く災害があった場合は役場のほうに御報告をお願いしますという旨を伝える

とともに、ホームページ等でそういった災害のときの情報については情報提供をよろしくお

願いしますという旨を掲載しているところでございます。 

 あと、農業委員とか、そういった農業関係者が常時業務の中で得た情報については、その

都度、役場のほうにつないでもらっているところでございます。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○２番（天本 勉君） 

 先ほどインターネットとありましたけど、例えば、被災した方から、被災した場合にはい

ついつまでに町のほうに連絡してくださいとか、そういう紹介はされておるのかというと、

私がこの前の大雨のとき、草刈りしたとき、草を刈りよったら、うち辺は段々ですからね、

こうしたら泥がいっぱい下にたまっておるから、ちょっと上を見に行ったら、やっぱり１

メートルぐらいの穴と深さが1.5メートルぐらいですか、あぜがわらを塗って漏水せんごと

しましたけれども、やっぱりそういう被害は多々あると思うんですよね。その金額はいろい

ろあると思いますけど、そういう被災があった場合には町とかに連絡してくださいというふ

うな紹介というか、そういうのはされていないんですかね、お尋ねします。 

○議長（重松一徳君） 

 栁島産業振興課長。 

○産業振興課長（栁島一清君） 

 小規模な被害があった場合も、ある一定の距離の中でまとまっていれば、それを合わせた

中で国、県の災害復旧にのる場合もございますので、まずは第一報いただくということで周

知を図っているところでございます。 

 ただ、議員御存じのとおりですけれども、一定規模の要件が災害復旧でもございますので、
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それにのらないような小さいものについては、わざわざ農家の方も届出をしない場合もござ

います。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○２番（天本 勉君） 

 私はこの前も質問しましたけど、国の補助対象が40万円以上ですから、40万円以下の対象

については、近接工事というか、150メートルぐらいで、そこに何か所かあれば40万円を超

えるので、のせられるというお答えだったと思うんですけれども、やっぱり40万円以下とい

うと、災害復旧、自己負担でするのは大変なんですよね。この前の基山町農業・農村振興整

備事業補助金交付要綱、そういう中でこの40万円以下の分についても対象にのせられんかと

いう中で、栁島産業振興課長の答弁では、この前、効率的な農業経営の実施とか防災・減災

の機能の向上の場合はこの農業・農村振興整備事業補助金に該当するけれども、やっぱり災

害とは別に考えるべき。そして、そういうのをすると、財政負担も慎重にしなければならな

いという答弁でした。 

 あのときの審査の中でも、厚生産業常任委員会の審査報告書の中に、やっぱり農地は維持

管理も厳しい状況が続いているので、生産者の負担軽減、生産意欲向上のためにも施策を

行っていくように提案しております。その後、検討はされましたか。 

○議長（重松一徳君） 

 栁島産業振興課長。 

○産業振興課長（栁島一清君） 

 県内の他市町の状況を把握するとともに、検討はしております。ただ、まずは他市町の状

況をおつなぎしますけれども、県内20市町のうち、小規模な災害復旧の事業を組まれている

のは神埼市１つのみです。かつ小規模の整備事業的なものを組まれていた中に災害復旧のメ

ニューが少し入っているというところは鳥栖市のみです。ですから、県内においても、20市

町の中でそういった小規模災害復旧に対応するようなところは２つの市町しかございません。

あとはほとんど国、県の災害復旧の中で対応しているという状況でございます。 

 一方、そういった災害復旧について、やっぱり予算が実際伴いますので、そこは財政面と

の絡みで慎重に検討した中で、なかなか難しいというのが担当課レベルでの回答でございま

して、あと農地に対する御要望が今多いわけなんですけれども、実際、宅地とかほかの土地
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関係の災害との横並びの件もありますので、そういったのを踏まえて、今のところ難しいと

前回もお答えさせてもらったとおりのことで、今回もそういった回答になるわけでございま

すけれども、引き続き検討はしていきますけれども、他市町の状況を踏まえながら、なかな

か財政的に難しいと考えております。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○２番（天本 勉君） 

 その後、私も調べて、そこの自治体に電話もして確認しました。その中で、秋田県の鹿角

市ですかね、市単独事業で農地等小規模災害復旧支援事業を行っております。そして、採択

要件としては、国の災害復旧事業が市内で１件以上発生した、あるいは県の農地農業用施設、

同じ事業ですから、それに該当する災害があったもの、そして、助成対象が田畑の堆積土砂

の撤去と田畑の崩落の復旧、農道、水路等の決壊の復旧、原形復旧が原則ですけど、対象と

なる費用が重機借上料、オペレーター込みも可、資材、土のう等、専門業者による作業委託

費、補助金が工事費の合計が10万円から40万円未満、工事費の２分の１を助成する。工事着

工については、補助金交付決定後に着手可能。また、確認したら、大体当初予算で頭出し予

算を1,000円出しとって、あと、災害の状況を見ながら専決で補正をやっていく。東北の災

害がありましたから、８月３日で46件、盆の８月13日で230件、276件というのは国の補助分

も含んどると思うんですけど、日頃は、何もないときには大体10件程度ということでした。 

 神戸市の災害復旧事業費、これはその事業の趣旨、背景、農地や農業用施設が被災した場

合、災害復旧に係る費用は多額となり、被災農家だけで対応することが非常に困難と思われ

る。市単独補助事業、これは事業費は20万円から40万円です。そして、補助率は50％で、上

限額20万円。これも補正か予備費流用で対応しているということで、これも平均10件ほどと

いうことでした。農政協議会と農業協同組合、生産組合協議会から燃料・肥料・飼料価格高

騰等に対する要請書が今回９月議会で出されております。ガソリン価格の高騰、肥料・農薬

等の高騰で農業を維持していくのが大変であるという趣旨でございます。 

 鹿角市の場合、仮に補助対象外が20件あったとして、事業費がマックスで800万円、２分

の１ですから、町の持ち出し単費は400万円。田んぼダムとしての話もありますけど、やっ

ぱり水田は保水と涵養機能、景観などの環境資源ですね。やっぱり農地は本当に地域資源だ

と思うんですね。やっぱりこういう単独事業でもやって取り組んでいくべきだと思うんです
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けど、副町長、その辺りはどのようにお考えか、お尋ねします。 

○議長（重松一徳君） 

 酒井副町長。 

○副町長（酒井英良君） 

 実は私も災害を担当しておったときに、同じ被害で農業施設、それから農地、宅地の被害

もありました。農業者の方が農地は補助があるのに、地震で宅地の擁壁が壊れているんです

よね。宅地は補助がないのかということで相談に来られましたけど、宅地の補助はありませ

んので、それは自分でしていただくしかないです。ただ、じゃ、農地はあって何でないのか

と。農地も40万円以下はありませんよ、農地も小規模は補助対象にはなりませんというよう

なお答えを多分そのときしたんだと思うんですよ。この件については、そういう平等性とい

うのもあるので、非常に慎重に考える必要があるかと思います。 

 考え方としてはいろいろあるとは思うんですね。例えば、激甚に指定されたときだけ、上

限を幾らにするか分からないですけど、例えば、30万円から40万円の間とか、そういう考え

方はあるのかなというふうには思います。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○２番（天本 勉君） 

 町長、ちょっとその辺りをお願いします。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君） 

 昨年12月に農業施設のやつは枠を広げているということで、加えて農地そのものもという

話だったんですけど、３月議会でもお答えしたように、そこら辺りは、じゃ、例えば、商店

街のアーケードが壊れたとかいうのも多分今補助はないと思うんですよね。だから、そうい

う意味でいうと、今、副町長が言われたように、激甚災害とか、ある一定規模の災害のとき

に関していうと、農業だけではなく、ほかのものも含めて町民の皆さんが納得するように、

最低の金額と最高の金額が決まっているような、そういったものは今後検討する余地は残さ

れているのかなというのと、やっぱりこの部分は県に頑張ってもらいたいということがあっ

たので、この前、副知事にその部分をぜひ検討してくれないかという話を直接伝えたところ
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でもありますので、その辺の推移も見ていきながら、いろいろ皆さんが平等でみんなが納得

していただけるような制度を考えていく必要があるのかなというふうに思っております。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○２番（天本 勉君） 

 先ほど鹿角市も秋田県のそういう対象事業があったということもありますので、今後、県

のほうにもこういう小規模災害復旧を要望されて、そして、県が認めたものについては一緒

にやっていくような形で進めていただきたいと思います。先ほども言いましたけど、本当に

近年、豪雨災害が多くなっておりますので、田畑ののり面の崩落が多発しております。本当

に他の自治体を調査していただいて、前向きに御検討をお願いしたいと思います。 

 次に、豪雨時に慢性的な冠水等が発生している箇所の対策についてお尋ねします。 

 まず、白坂地区の浸水対策。 

 これは御存じのように、けやき台に抜ける町道長浦線のところの開発住宅ですね。豪雨時

には毎回20センチぐらい冠水して、浸水しておりました。令和２年度にけやき台の14区地内

の排水対策をしていただいて、それでもこの前の16日の豪雨でのり面が崩落しました。翌日

に土砂の撤去作業をしていただいておりましたけれども、今回ののり面崩落の要因、原因は

どのように捉えてあるのか、そこの説明をお願いいたします。 

○議長（重松一徳君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 まず、路線が上のけやき台のほうがけやき台８号線といいます。下のほうが長浦３号線で

すが、もともとここは開発される前は山で、もともとから流れていた方向に水が流れるよう

になっているというのが今も変わらない姿というのがまず前提でございます。その中で、前

回させていただいたのは８号線のほうの雨水の改善をさせていただきました。今回、土砂が

流出したものについては、要は集中豪雨により短時間な豪雨で、どうしても排水路からと路

面に降る雨がのり面を浸食したことによって、のり面の土砂が下に流れたというのがござい

ます。それとかつ、先ほど言いましたように、もともとから上から下に流れる水みちがあり

ますので、側溝もけやき台の一部が長浦３号線のほうに流れ込むような仕組みになっており

ます。ですから、両方そういった側溝の水も集中豪雨によって多く流れ込んだというような
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原因があったと思っております。 

 前回の改善では、８号線の側溝の排水改善工事をさせていただいておりまして、今回も町

長のほうから若干御説明させていただいたように、どうしてものり面が崩落しやすいので、

そこについては、崩落しても土砂が下に流れ込まないような土砂止めを発注しておりますの

で、これをつけて、今回、土砂が長浦３号線のほうに行かないような仕組みは現在つくるよ

うにしております。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○２番（天本 勉君） 

 以前、この件については質問をしました。けやき台環状線に1,000ミリの雨水幹線が入っ

ておりますけれども、以前、そのときの質問で、今回の改修は横断的なものか、縦断的なも

のの改修か、例えば、入り口を下流域に流すとか、そういう縦断的にやるのかということで

質問しました。それで、今回の改修は横断的やったですね。ちょっと流入口を下げた。そう

いうことで、環状線の1,000ミリあるのが満水したら、やっぱり流入口にすごい水量で流れ

ておるから、流れ込み切らない。そういうのもあって、こっちのほうに入るのじゃないかと

私なりに考えてもみましたけれども、先ほどの答弁で、今回、土砂流出対策で土止め壁を設

置するということで、やっぱり抜本的な対策が必要であるということを回答されましたけど、

その抜本的な対策はどのように考えてありますか。 

○議長（重松一徳君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 すみません、少し誤解があるようですので、先ほど言われました８号線側、前回やった工

事は、下げたのではなく上げましたので、要はもともと流入しやすかったものを流入しにく

いように1,000ミリの約８割ぐらいに上げております。今回、時間60ミリを超える雨も降っ

ておりますので、いろいろ災害的な豪雨ということになるかと思います。 

 抜本的と言っておりますのは、先ほど言いましたように、長浦３号線にどうしても水が過

去の開発前の状況と変わらず流れていくようになっていますので、近年の豪雨の対策として、

バイパス管なり、要は雨水排水を近年の豪雨に対応するように増設してバイパス管を設置す

るような考え方も必要だと思っていますので、それは前向きに考えております。 
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○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○２番（天本 勉君） 

 今回、土止め壁を設置されるということで、やっぱりあそこが毎回、道路で宅地のほうに

土砂が入っておりますから、その対策を見守りながら、状況を見守っていきたいと思います。 

 次に、宮浦地区農業用水路の越水対策。 

 基山中学校の北側道路ですね、これが町道232号線、塚原線に沿って農業用水路が要望が

あっておりますので、ちょっとここで読みます。宮浦住吉区農業用水路において、道路側及

び田畑側の土手の浸食が著しく、特に、道路側は内部まで浸透しているところがあると思わ

れます。農用水路は毎年のように堕落や擁壁の崩壊があるため、応急的に補修は実施されて

いますが、用水路の底や両側がさらに浸食されている状況にあります。また、近年の豪雨や

ゲリラ豪雨等で用水路があふれ、歩道や車道が冠水する状況も発生している現状があります。

この農用水路に沿って通っている町道はスクールゾーンとなっていて、小・中学校の通学路

になっており、早急な安全確保が必要と思われます。さらに、近辺は宅地造成計画があり、

住吉地区を含めた総合的な治水対策が必要ではないかと思われます。以上の観点から、対策

の必要を要望します。よろしくお願いします。これにつきましては、この農業水路はまちづ

くり提案で、令和３年６月30日、それと12月27日、これは過去２回提案があっております。 

 それで、提案のときの町の回答では、暗渠設置ではなく、令和３年度中に当該水路の一部

を応急的に改善することで浸水防止措置を行うということでありますけど、どのような防止

装置を取ったか、お願いします。 

○議長（重松一徳君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 まず、２つ今提案のほうを言われましたけど、場所が２つ、一つ一つ違いますので、そこ

の説明を少しさせていただきますと、１つ目の６月30日につきましては、才ノ上１号線、２

号線に並走する部分になります。そこについては、開発地と隣接になって、開発によってブ

ロックなりが、境界はあくまでも開発側なんですけれども、そういった補強がされますので、

そういった状況の中で応急的な対応で町のほうで土のう積み等でさせていただいております。

これが６月30日の分になっております。 
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 12月27日の分が、今度は逆に住吉の大きな水路のほうですね。先ほどの６月30日は30セン

チぐらいの小さな土水路ですけど、12月27日は１メートルほどある大きな水路のほうで、こ

ちらのほうも部分的に崩壊したりしておりますので、そこについてはコンクリートなりを使

いながら修繕をしております。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○２番（天本 勉君） 

 私も現場を見に行きました。あそこのところに宅地開発計画が、塚原地区の地区計画、約

1.6ヘクタール、区画数が52で宅地開発が計画されております。都市計画審議会の説明では、

水路に蓋がけをして道路幅員が６メートルになるという説明を私が受けとったんですけれど

も、そういう地区計画に合わせて水路の整備も今回予定されるのか、その辺りをお伺いしま

す。 

○議長（重松一徳君） 

 山田定住促進課長。 

○定住促進課長（山田 恵君） 

 令和４年６月22日に開催しました都市計画審議会で、パブリックコメント前に塚原地区の

地区計画の概要を説明いたしました。その際に、計画地の出入口が塚原・長谷川線側に１か

所であることに関する質問がございましたので、そのお答えとして、今言われております開

発地北側の道路を接道するとした場合には、水路に蓋がけをして道路幅員を６メートルにす

る必要がありますけれども、水路の距離が長く、全部を蓋がけするのは難しいため、接道は

塚原・長谷川線側の１か所になったという説明を私のほうでしております。こちらのほうは

開発業者が費用の面で難しいという判断をしたものであって、町として水路の蓋がけを検討

したというものではございません。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○２番（天本 勉君） 

 残念ですね。私も現場をずっと歩いていって、下流のほうは道路の擁壁と田面のほうもコ

ンクリートできれいにされております。途中、井堰が２か所ありました。それで、塚原・長

谷川線に接続する部分の約五、六十メートルですね、側溝が水路の底盤も壊れております。
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そして、多分漏水しとるんじゃないかなと思うんですけれども。そして、田畑のほうはのり

面で土のうでされております。私は水路の五、六十メートル、家もあるから、そこは擁壁さ

れておるところもありますけど、やっぱり三面コンクリート化をしていくべきだと思うんで

すけど、そこら辺は農業用水路とか、栁島産業振興課長どうでしょうか。どちらでも結構で

す。 

○議長（重松一徳君） 

 栁島産業振興課長。 

○産業振興課長（栁島一清君） 

 議員おっしゃいます水路の底盤が壊れているところの場所も確認しております。その件に

つきましては、２月にまちづくり提案の回答の中で、町のほうで実施しております整備事業

を活用して、事業者のほうで申請等を検討してもらえればということで回答した次第でござ

います。それとあわせて、横の道路については町道になりますので、町道の関係については、

また別途、建設課が絡む相談だということになっております。 

○議長（重松一徳君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 水路の横が町道になっておりまして、先ほど言われた底盤等は町道の下に潜り込みまして、

町道を傷つけるおそれがありますので、その町道の一体となった部分については町のほうで

修繕を以前からほかの地域でもさせてもらっていますので、そういった町道の部分について

は、こちらのほうで修繕はさせていただくことになると思いますけれども、ただ、水路全体

としての、要は農業用水路としての補強なり改良なりというのは、また別の事業として取り

組んでいくものと考えております。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○２番（天本 勉君） 

 もしそういうふうな補助事業があるなら活用していただいて、もう通学路に越水しとるん

ですよ。そこら辺の安全確保も含めてメニューを探していただいて、田畑の維持も含めたと

ころで前向きにしてください。現地踏査もしていただいて、よろしくお願いしたいと思いま

す。 
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○議長（重松一徳君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 先ほどの事業というのは、県単事業等、農業関係の事業になりますので、どうしても受益

者負担というのはございますので、その辺はまたいろいろ地域の方とも御相談をしたいと

思っております。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○２番（天本 勉君） 

 当然、受益者負担も生じてきますので、そこら辺は理解されております、農地とかああい

うことですからね。よろしくお願いします。 

 次に、ウの桜町・伊勢山線の田中鉄工周辺の冠水対策。 

 ちょっとこれも現状を見て、大雨のときの写真も頂いております。屋外製品修理部品置場

水害被害の件について。梅雨時期、大雨での洪水がここ何年か出ております。町道西側水路

の雨水、泥水、砂、木くず、葉っぱ、小枝類が道路を乗り越え、社内、屋外製品修理部品置

場に流れ着きます。また、北側、伊勢山神社付近の水路の幅、高さが小さ過ぎて、洪水時に

は水路側溝よりオーバーフローし、あふれ出たごみ類が流れ込み、後片づけや製品部品の出

荷時に付着物を水洗い後、拭き取り、乾かしてからトラックへ積み込み、出荷作業をしてい

る次第です。これは今年５月20日に写真をつけていただきました。ほとんど側溝が冠水状態

ですね。後でまた課長にもお見せしたいと思います。 

 このような現状を担当課として把握されておったのか、その件についてお尋ねします。 

○議長（重松一徳君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 まず、私ども豪雨のとき、時間差はあるんですけれども、現場を回りますけれども、先ほ

ど田中鉄工に流入するのは、過去、バイパスの工事をする前ですね。部分的にあったときは、

ごみが詰まる等、豪雨時には多分そういうのはありますので、そういった機能に関係ない部

分でそれはございましたけれども、それはこちらのほうでごみを除去したり対応をしており

ました。ですから、最近そういった冠水があるというのは把握しておりません。 
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 もう一つ、北側と言われましたけど、北側のほうは田中鉄工の敷地を分断するように法定

外水路がございます。そちらのほうにも流入しておりますので、豪雨時は当然その流入は増

えるという部分もございますので、そういった法定外水路からの流入もございますので、一

概に道路だけではないのかなというのは今お聞きしながら思ったところでございます。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○２番（天本 勉君） 

 現状の水路などの構造を見てみて、500ぐらいのボックスですね、それとＵ字溝、開渠の

三面側溝、それと、答弁にもありましたけど、バイパス管を設置し、冠水対策を実施したの

で解消されたと認識されております。これは反対側に400の側溝がありますね。それがバイ

パス管ですか、ちょっとそこら辺を含めてお願いします。 

○議長（重松一徳君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 田中鉄工の西側に伊勢山線という大きな道路がございます。こちらのほうに宅地側に60セ

ンチの開水路、オープン水路がございます。その間は何もなかったんですが、その間に50セ

ンチ真四角の管渠型側溝といいまして、50センチの管を入れております。これをバイパス管

といって、別ルートでつくっておりますので、これでもともと田中鉄工側に行っていた水を

減らすように調整をしております。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○２番（天本 勉君） 

 そういうお答えですけれども、私は現場を確認したら、何か新しい構造物が見当たらな

かったんですけど、それはいつされたんですか。 

○議長（重松一徳君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 平成26年度にしております。ただ、その後、水の調整をして冠水しないようにしましたの

で、平成30年度手前のほうでは冠水はなくなっているというふうに考えております。 
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○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○２番（天本 勉君） 

 こういうのを頂きましたから、もう一回現場を見ていただいて、本当に大雨のとき越流し

よる写真が出ておりますけど、そこら辺の対策を講じていただきたいなと思いますけれども、

どうですか。 

○議長（重松一徳君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 私どももこの田中鉄工の御質問がありましたので、今週末ですけど、あちらの日程の都合

をつけまして、そういった内容の情報を教えていただくようになっておりますので、まずは

現地の調査をしてみたいと思います。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○２番（天本 勉君） 

 現場で会社の社員の方の話も聞いていただいて、現状把握をしていただきたいと思います。 

 次に、県道本郷基山停車場線の大林道路周辺の冠水対策です。 

 豪雨時には高速道路のボックス下、大体10センチ、1,000ミリ付近が慢性的に冠水してお

ると。答弁では、そこに木くずが詰まっておって、それをのけたら解消したということでし

たけれども、あとちょっと横断溝とか、１か所じゃなくて２か所ぐらい、何か所か設ける必

要があると思うんですけど、その辺りはどうか、お尋ねします。 

○議長（重松一徳君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 まず、土木事務所のほうでは堆積土の除去なり断面の拡大をしてあります。それでも冠水

が短時間ながらありますので、今言われたような補強になるような管の要望を現地のほうで

お話の中ではやっておるんですけれども、またそういったものをしっかりと協議をしていき

たいと思っております。 

○議長（重松一徳君） 
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 天本議員。 

○２番（天本 勉君） 

 やっぱり県道ですから土木事務所の管轄になると思いますけど、今の現状をよく理解して

いただいて、慢性的になっておりますので、対策を講じていただきたいと思います。 

 次に、明光寺西側水路の安全対策。 

 これについても、これはまちづくり提案で令和２年度分、町道宿１号線水路のコンクリー

ト蓋の設置についてということで、まちづくり提案もあっております。提案日が令和２年６

月２日、提案内容、宿１号線の水路に安全対策がされておらず、水草やごみ等が蓄積し、清

掃しなければ水流が保たれず氾濫することがある。また、道路が狭く、登下校の際に接触事

故が起きる可能性もあり、水路のコンクリート蓋の設置を要望する。そのときの町の回答が、

プレジール千塔西側の水路から明光寺西側までの区間の水路整備に向けて、今後、水利権者

と調整を行い、技術的なことも含めて関係者と有蓋側溝整備の協議を行い、設置の検討を行

います。実施予定が令和３年度実施予定ということで町の回答もされております。 

 この前、明光寺の御住職と話をしたんですけど、町には協力すると。だけれども、正門の

お寺の入り口だから、やっぱり自分なり草取りをして、きれいにしておきたいと言われまし

た。それで、そのとき、この前、大雨が降ったときに越水するような感じでしたけど、えら

い水量が少ないなと思ったんですけど、今、対策か何か打たれていますか、お願いします。 

○議長（重松一徳君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 ちょうど明光寺の南側の暗渠に代わる部分に80センチ真四角のボックスを入れて、これも

ダブルで流れるようにしておりますので、80センチ真四角分の流量を飲み込めるように、こ

れもまた別ルートでバイパス管をつくっております。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○２番（天本 勉君） 

 お寺の正門のところの石橋があります。その石橋のところは断面が絞られたような形で水

路断面が狭くなっております。あと、汚水管と水道管の位置も確認しました。汚水管につい

ては、そこの石橋のところの真ん中にあって、こうあって、また真ん中で、西側に向かって、
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くの字になっとるですね。課長が言われるように、水路の擁壁から40センチぐらいしかあり

ません。何でそのような施工になったのか、真っすぐすりゃよかとにと思ったけど、くの字

になっております。ちょっと確認をしてください。 

 そして今回、第１次案として、防護柵を計画されておるとお聞きしまして、よかったなと

思います。（「当初予算ですよ」と呼ぶ者あり）ああ、当初予算ですね。よかったなと思っ

ております。やっぱり第１段階ではそういうふうな安全対策をしていただいて、先ほどのま

ちづくり提案で回答しておるので、私は最終的には有蓋化を進めていただけたらなと思うん

です。それで、やっぱりするときは水路の断面を狭めたらいかんから、横じゃなくて掘り下

げるというとも断面確保になりますから、そこら辺も含めて調査をして、そして、40センチ

のくの字になっているのを移設したらどのくらいかかるか。そして、真尻地区の開発もあり

ますね。だから、私はバイパス水路もここに流すんじゃなくて、必要じゃないかなと思いま

すけど、そこら辺りも含めて委託をされたらどうかと思うんですけど、その辺りはどうです

か。 

○議長（重松一徳君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 あそこの水路が、明光寺の３メートルぐらい高い擁壁があります。この根入れですね、要

は水路の底盤よりまだ下のほうに基礎が入り込んでいますので、結果的に道路のほうに移動

してまいりますので、下水道、上水道の管、全て移設と再設置ですね、そういうのが必要と

なってまいります。それは通常の現地の調査で判明しております。 

 もう一つは、あそこが以前は通学路でしたけど、今は通学路ではなくなっております。と

いうのも、裏のほうの開発がありまして、より広い道と安全な道ができましたので、そちら

のほうを通学路指定されていますので、若干通りも減少しているというような部分もござい

ますので、今、まずは安全策で行うようにしておりまして、先ほどのボックスの有蓋化関係

は非常に課題が多くございますので、現在は安全対策で考えております。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○２番（天本 勉君） 

 まず、安全対策を最優先にしていただいて、先ほどの答弁では明光寺側の石垣が根が深か
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けんがと。それはよかったなと。根が浅かなら掘られんけんですね、よかったなと思って。

それと、下水管の移設も考えて委託をして、横にばっとして有蓋化すれば、道も広うなる

じゃなかですか。やっぱりそこら辺も含めて、委託も出しながら、技術的な面、経費的な面

も含めて、どうなるか検討していただきたいなというふうに思います。 

 それでは、質問事項２、町民提案に対する対応についてお尋ねします。 

 時間もありませんので、何問か聞きます。 

 先ほどの回答で、平成23年度から228件の提案があったと。そのうち、水路、道路などの

ハード面に関する提案は72件、約30％、約３割がハード面になっております。そして、過去

３年間で見てみますと、提案件数が39件、防犯カメラ、カーブミラーの設置、防犯交通安全

対策などのソフト面はほぼ完了しております。やっぱり住民課長、建設課長のフットワーク

のよさということで感謝をしたいと思います。 

 道路、水路、防災のハード面については、提案件数が15件、町道１号線、通学路のカラー

舗装と町道２号線の側溝蓋がけとカラー舗装、見に行きましたけど、きれいになっておりま

す。よかったなと思っています。きれいに整備されております。それと、甘木鉄道立野駅の

町道大城４号線の水路蓋がけ、これもきれいに整備されております。７区公民館の町道千

夫・長野線の振動対策、ちょっとそこで東側に来たところに車のわだちがありましたけど、

残念だなと思いますけど、立派にされております。それと、つなぐ郷南側の水路改善、７件

されております。 

 そこで、何か所か聞きます。 

 氏林公園の水没に関する調査改善、これは現地を見に行きましたけど、何かアスファルト

カーブでされておりますけど、公園の浸水はありませんか、お願いします。 

○議長（重松一徳君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 氏林公園につきましては、まず豪雨時、道路に降った雨が公園の中に入っておりましたの

で、これはアスカーブで入らないようにし、道路側溝のほうに誘導して、今は入っておりま

せん。 

 あと、氏林公園がどうしても遊水ですね、公園自体の中に湿気が少しありますので、そこ

についても暗渠管を以前入れておりますので、そういった公園の状況も対応しながらやって
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おります。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○２番（天本 勉君） 

 きれいに冠水していなかったら、水がたまらなくてよかったなと思います。 

 次に、７区秋光川河川桜ロードの対岸舗装について、これは提案日が令和３年10月７日に

出ております。７区は秋光川河川部に桜の苗木を80本植樹して、桜ロードの散策コースをつ

くって維持管理を行っております。対岸は舗装されております。これを見に行って、右岸側

が舗装されて、桜もなっております。左岸側はまだ桜は小さいですけど、そこら辺を周遊

コースをつくりたいということで、町の回答では、11月に土木事務所と現地立会を行い、12

月６日に要望を行った。要望した後はどうなっておりますか。 

○議長（重松一徳君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 今、議員おっしゃる左岸側、こちらは下のほうに草が生えにくい少し硬めのアスファルト

を簡易的に固めたものがあるというのを伺っております。ただ、その上にまた数年かかって

堆積土が乗って、その泥の上からまた草が生えているというのを土木事務所のほうから説明

を受けましたので、それのすき取りを依頼しているところでございます。土木事務所のほう

からは、まず、河川の中の漏水等の原因になる修繕を急ぎやって、その後にそういったとこ

ろをやりたいと伺っておりますので、そのように依頼をしておりますので、あまり時間がか

かると、また要望というか、進めていただくように依頼をしていきたいと思います。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○２番（天本 勉君） 

 そこら辺の県の方針は要望された地元の方に十分に説明をしていただいて、御理解をして

いただくようにお願いします。 

 それともう一件、町道片山線横の側溝の蓋がけについて、これは12区のところだと思いま

すけれども、町道片山線の側溝には蓋がない箇所があり、雨上がりに児童が足を滑らせ膝を

擦りむいた事例がある。また、側溝蓋が割れたり壊れている箇所があり、側溝蓋の設置を要
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望する。町の回答では、公共工事計画室で優先順位、プライオリティーを決めて順次整備し

ていくという回答でしたけど、その後どうかなりましたか。 

○議長（重松一徳君） 

 古賀建設課長。 

○建設課長（古賀 浩君） 

 ここについても、今回、９月補正でグレーチングの蓋の分を材料費として計上させていた

だいております。12区につきましても、要望部分の距離が長いので、通学路とか、あるいは

特に優先すべき部分について先にしながら、計画的に終えていきたいと思いますので、まず

は今月の９月補正で、その辺の材料費は追加で計上させていただいております。 

○議長（重松一徳君） 

 天本議員。 

○２番（天本 勉君） 

 よろしくお願いします。 

 時間がありませんので、その後、10区の隣接地町有地ののり面の樹木伐採及び土砂崩落防

止について、これも提案日が令和３年11月26日、それと、栗林線亀の甲池西岸部の河川護岸

及び橋梁破損及び道路下陥穽の復旧についてということで、この回答は亀の甲ため池の工事

が終わってやるという回答ですけれども、やっぱりこういうまちづくり提案は町民の皆様の

身近な生活に直結した要望であると思いますので、早急な対応をお願いしながら、私の一般

質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（重松一徳君） 

 以上で天本勉議員の一般質問を終わります。 

 ここで14時20分まで休憩します。 

～午後２時10分 休憩～ 

～午後２時20分 再開～ 

○議長（重松一徳君） 

 休憩中の会議を再開します。 

 次に、中村絵理議員の一般質問を行います。中村絵理議員。 

○１番（中村絵理君）（登壇） 

 皆様こんにちは。１番議員の中村絵理です。傍聴にお越しいただきました皆様、いつもあ



- 132 - 

りがとうございます。 

 さて、私の質問事項は今回も２つでございます。まず１つ目は、基山町学校給食センター

の管理運営などに係る課題について、２つ目は、高齢者救急搬送の増加問題とその対応策に

ついてでございます。 

 それでは、質問事項１、基山町学校給食センターの管理運営等に係る課題について。 

 基山町学校給食センターは、平成21年１月に総工費３億8,000万円をかけて完成したオー

ル電化の施設でございます。これは基山小学校と一体となって隣接、１日最大1,800食の提

供が可能でございます。現在は基山小、若基小、基山中の児童・生徒等に対し、１日1,470

食を提供しております。 

 せんだって総務文教常任委員会の所管事務調査でこの施設を視察させていただいたところ、

お仕事に従事する方々の日々の努力に心からの敬意を表する一方、女性の立場から感じた改

善の必要性も感じました。 

 この観点から、基山町の学校給食センターの管理運営等に係る現状と課題について質問を

させていただきます。 

 教育長にお尋ねいたします。 

 １つ目、夏場の給食センター内の室温対策はどのようになされているのでしょうか。 

 ２つ目、給食センター従事者の人数及び雇用状態をお示しください。 

 ３つ目、基山町学校給食センター運営委員会での構成員及び審議事項の内容をお示しくだ

さい。 

 ４つ目、学校給食法に定める目標達成のため、本町が行っている取組をお示しください。 

 次に、質問事項２、高齢者救急搬送の増加問題とその対応策について。 

 内閣府のホームページによれば、我が国の65歳以上の人口は昭和25年で総人口の５％に満

たなかったのですが、昭和45年に７％を超え、令和元年は28.4％、令和47年には国民の約

2.6人に１人が65歳以上、3.9人に１人が75歳になると推計されています。 

 救急隊を派遣する鳥栖・三養基地区消防事務組合消防本部の過去７年間のデータでは、救

急車による救急業務出動件数の60％以上は急病であり、この割合は毎年上昇し続けておりま

す。特に、高齢者の方が多いそうでございます。あわせて、自宅や外出時での急病の際、そ

の迅速な対応が受けられない場合は、救命率や後遺症への影響も懸念されるところです。 

 このような不安を解消するためにも、住民と救急隊の速やかな連携を向上させる取組はで
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きないかと考え、その現状と課題等について質問をさせていただきます。 

 町長にお尋ねいたします。 

 １つ目、過去３年間において、基山町内で救急搬送された人数とその内訳をお示しくださ

い。 

 ２つ目、最近、高齢者の救急搬送が増加しているとの報道がありますが、プラチナ社会政

策室が取り組んでいる一人暮らしの高齢者支援の進捗状況をお示しください。 

 ３つ目、その現場において感じている問題点などがあればお示しください。 

 ４つ目、民生委員・児童委員との連携内容をお示しください。 

 それから、お手元に資料を１枚配付させていただいておりますが、議長の許可を得まして

配付させていただいた鳥栖・三養基地区消防本部からの資料でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 以上、１回目の質問を終了いたします。 

○議長（重松一徳君） 

 松田町長。 

○町長（松田一也君）（登壇） 

 中村絵理議員の一般質問に答弁させていただきます。 

 私のほうから、２の高齢者救急搬送の増加問題とその対応について、柴田教育長のほうか

ら１を答弁させていただきます。 

 (1)過去３年間において、基山町内で救急搬送された人数とその内訳を示せということで

ございますが、基山町内で救急搬送された人数は、令和元年が625人、令和２年が479人、令

和３年が523人となっております。新型コロナの時期にちょっと減ったんですが、今また増

えてきていますので、令和４年はさらに増えるというふうに考えております。 

 搬送の内訳としては、急病が令和元年で430人、令和２年が339人、令和３年が349人です。

一般負傷が令和元年が102人、令和２年が79人、令和３年が104人、交通事故が令和元年が52

人、令和２年が35人、令和３年が33人というふうになっております。急病、一般負傷、交通

事故、この上位３項目で３年平均で大体93.6％を占めているということになります。 

 また、その他の内訳では、労働災害であったり、転院搬送、それから、運動競技、自損行

為、加害、そして火災での搬送、こういったものがそのほかの内訳というふうになります。 

 (2)最近、高齢者の搬送が増加しているという報道があるが、プラチナ社会政策室が取り
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組んでいる一人暮らしの高齢者支援の進捗状況を示せということでございますが、プラチナ

社会政策室では、令和３年度から在宅の一人暮らしの高齢者と高齢者のみの世帯への訪問相

談を行いながら、現状把握のための個人ごとのカルテの作成を進めているところでございま

す。新型コロナワクチンとの関係がありましたので、なかなか進みが鈍かったんですが、今、

新型コロナワクチンもある程度落ち着いてきましたので、急ピッチで整備を進めているとこ

ろでございます。 

 令和４年７月末現在、在宅の一人暮らしの高齢者776人に対し377人を訪問し、訪問率

48.6％になります。776人というのは、よく943人とかいう数字が出ておりましたけれども、

その差がいわゆる施設とかに入ってあるということで、家におられる方を776人というふう

に把握しているところでございます。それから、高齢者のみの世帯が1,183世帯ございまし

て、人数は2,402人に対して88世帯176人を訪問し、訪問率は7.3％となります。一人暮らし

を優先して、高齢者のみの世帯をその後に回っていますので、こちらのほうはまだまだこれ

からというふうな形になります。 

 そのほか、民生委員などから相談を受けた高齢者への訪問を26人行っているところでござ

います。民生委員からの情報提供ですね。相談を受けた55人の方のうち、８人の方に介護保

険サービス申請や悩み事相談窓口などを紹介した具体的な支援を行っているところでござい

ます。まだ具体的支援はこれからだというふうに考えております。 

 (3)現場において感じている問題点があれば示せということでございますが、訪問相談を

受ける中で、介護保険サービスの利用が必要な方が申請の仕方が分からずサービスを受けて

いない方や、地域で行われている高齢者の健康向上活動やコミュニケーション活動への参加

の仕方が分からない方などがおられるところでございます。そのため、高齢者の方々が利用

できるサービスや活動などの情報を蓄積整理するとともに、高齢者の方々への伝達方法の検

討が必要であるというふうに考えているところでございます。 

 また、訪問に当たり、生活課題の聞き取りを行っています。課題としては、健康問題が一

番多く、次いで移動支援が続くというふうな形になっております。 

 健康課題につきましては、健康増進課の保健師と情報共有を行い、訪問による健康相談を

行っているところでございます。移動支援につきましては、プラチナ社会政策室と公共交通

を担当している定住促進課に加えて、佐賀県さが創生推進課にも入ってもらい、高齢者が利

用しやすいコミュニティバスの活用方法について検討しているところでございます。 
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 (4)民生委員との連携内容を示せということでございますが、民生委員・児童委員との連

携につきましては、現在、プラチナ社会政策室の生活支援コーディネーターが一人暮らし等

の高齢者世帯を訪問し、軽度の認知がある方など、見守りが必要な方については民生委員・

児童委員の方々と情報共有を行っていけるように、民生委員・児童委員協議会定例会の中で

説明をしており、今後さらに情報共有を図っていき、少しでも政策の成果を上げていきたい

というふうに考えているところでございます。 

 私のほうからの１度目の答弁は以上です。 

○議長（重松一徳君） 

 柴田教育長。 

○教育長（柴田昌範君）（登壇） 

 皆さんこんにちは。それでは、私から中村絵理議員の御質問の１、基山町学校給食セン

ターの管理運営等に係る課題についてというところにお答えしたいと思います。 

 まず、(1)夏場の給食センター内の室温対策はどのようにされているかということについ

てですが、平成21年１月に基山町学校給食センターができるまで各学校の給食室には空調設

備がなく、室温対策が難しい環境の中で調理作業等を行っておりましたが、現在はエアコン

によって室温や湿度を調整できるようになっております。エアコンはデマンドコントロー

ラーで使用電力を給食センターと基山小の事務室でそれぞれ管理をしながら、使用電力の削

減に努め、電気使用量のピークをつくらない取組も行っております。 

 今年度の１学期は、感染症対策で換気を徹底したことや暑さが厳しかったこと、また、学

級数の増加等による影響があったためか、給食センター事務室のエアコンや調理の火を一旦

止めるなどの対応が必要でした。そのため、７月からはデマンドの上限値を見直すこととし

ました。 

 今後も節電には努めつつ、子どもたちの学習環境や調理員の労働環境に影響が出ないよう

努めてまいりたいと考えております。 

 次に、(2)給食センター従事者の人数及び雇用状態を示せという御質問についてですが、

給食センターには給食センター長１人がおり、教育学習課の教育総務係長が兼任しておりま

す。毎日、給食センターに出向き、検食などを含め業務に当たっております。会計年度任用

職員の事務職員が１名、正規調理員が５名おり、そのうち１名が再任用職員です。さらに、

会計年度任用職員12名が調理員として勤務しておりますが、１日当たりでは約８名が勤務し
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ております。配送業務については、委託で１名が配送業務に当たっております。会計年度任

用職員については３つのシフトに分けており、その日のメニューや調理工程等によって人数

を割り振るようにしております。 

 県費の職員の栄養教諭１人を基山小学校に配置し、献立の作成や栄養管理、衛生管理、物

資管理等を行っているほか、３校の学級担任等と連携し、食育に関する指導等を行っており

ます。 

 (3)基山町学校給食センター運営委員会での構成員及び審議事項の内容を示せということ

についてですが、学校給食運営委員会の構成員としては、教育学習課長、給食センター長、

各小・中学校の校長、ＰＴＡ会長、食生活改善協議会の会長、栄養士でもある栄養教諭と

なっております。 

 審議内容としては、学校給食全般にわたっており、例えば、給食費に関すること、給食回

数、献立委員会の報告等となっております。そのほか、食物アレルギー対応の状況や異物混

入防止、給食のメニューに関することや残食の量、衛生管理に関することなどについて協議

を行っております。 

 (4)学校給食法に定める目標達成のために本町が行っている取組を示せについてですが、

まずは児童・生徒の健康増進等の観点から、安全・安心でおいしい給食の提供に努めており

ます。それに加え、食育の推進が重要となっているため、各学校で食に関する指導の全体計

画を年度当初に作成しております。教科や総合的な学習の時間の授業などに関連づけて、食

育の推進を図っております。例えば、家庭科、保健体育などの授業では、学校給食の献立を

活用しながら、食事の重要性や栄養バランスのよい食事の取り方を指導したり、総合的な学

習の時間を使って、勤労生産など栽培活動を取り入れたり、基山町の特産であるお茶を使っ

た抹茶蒸しパン、マコモダケ、アスパラ、柿を使ったメニューを提供するなどして地元の農

業や食文化を伝えたりする取組なども行っております。 

 以上、１回目の答弁とさせていただきます。 

○議長（重松一徳君） 

 中村議員。 

○１番（中村絵理君） 

 町長も教育長も丁寧な御説明をありがとうございます。 

 まず、１番目の基山町学校給食センターの管理運営などに係る課題についてでございます
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が、私は結論から言うと、あそこが基山小学校と給食センターが同じ電源というか、一緒に

なっている、別々に独立していないということを聞いてびっくりしたんですけれども、給食

センターができたときにオール電化ということで、そのときは基山小学校もほどほどの人数

で、だから、いろんな面から、節電のことも考えて、これがいいだろうということで多分こ

のデマンド方式という、電力を30分ごとに測っていって、それがピークを超えるとそこを調

整しながら、なるべく節電という形での施設に多分なっているんだと思うんですけれども、

これが最近、子どもたちの人数も増えてきて、教室も増えて、先生方も増えて、この暑さと

新型コロナで、皆さんエアコンをたくさん使いますね。給食センターも夏場は、この間、視

察させていただいたときに物すごい暑かったんですよ。あのときは廊下側のエアコンが故障

していたというのもあるかもしれませんが、中の調理員たちが、新型コロナだから、本当に

防護服みたいなものを着て、電力で湯気が立つ、そういう中で作業を必死にされているのを

見た瞬間に、これはめちゃくちゃ暑いんじゃなかろうかと。 

 それで、これはなぜ独立をしていないのかと、何で十分にエアコンとか、そういうのが使

えないんだろうかと。思ったのは、両方の電力が上がってくると、自動的にどっちか抑えな

きゃいけないので、給食センターのほうのエアコンを切ったりしていると。一時期、鍋を止

めたこともあると。そういう調整をしながら電力の節減を図っとったんですね。なので、防

護服みたいなのを着て、皆さん御飯を作っている方やったら分かるじゃないですか、お料理

をしている人やったら。夏場とか、もう汗だくだくですよね。暑くて火のそばに寄りたくな

いみたいな、そういう中で、新型コロナの対応策をしながら食事を作っていらっしゃる方々

を見たときに、こりゃいかんと思ったわけですよ。 

 なので、私がここで結論で言いたいのは、給食センターの屋根とか、もしくは基山小学校

に今ソーラーパネルがありますね。最近、基山町もゼロカーボンシティ宣言もしましたし、

これからは再エネルギーだと、これを打ち出している最中ですね。だから、何かそういう対

応ができないのかということなんですね。 

 なので、まず１つお聞きしたいのは、基山小のソーラーパネルというのは今どういうふう

に活用されているのか、教えていただけたらと思うんですけど。 

○議長（重松一徳君） 

 今泉教育学習課長。 

○教育学習課長（今泉雅己君） 



- 138 - 

 基山小学校のソーラーパネルにつきましては、30キロワットが載っておりまして、余剰電

力ということで契約を行っております。 

 確かに以前から発電の容量等の関係、もしくは売電等が非常に少ないんじゃないかという

ふうな御指摘をいただいております。昨年度、私たちについても中身を検討いたしまして、

やはり正確な原因は分かりませんけれども、売電がうまくいっていないというところを確認

しております。 

 ですので、余剰は若干入っているんだろうと思いますけれども、どの程度入っているかと

いうのは現在分からないところでございます。こちらについては早急に対応したいというふ

うに考えております。 

○議長（重松一徳君） 

 中村議員。 

○１番（中村絵理君） 

 いいお答えを聞きまして。そうであれば、どちらか、私は給食センターの屋根にソーラー

パネルをつけることができないのかと思ったんですね。もしくは基山小学校がソーラーパネ

ルを使っているのであれば、それを何とか整備して、どっちかの電力を抑える、その対策は

あっていいんじゃないかというふうに私は考えました。基山小学校も給食センターもお互い

に気を遣わないでよい環境がつくれるのであれば、何らかの対策ができないかということで、

そういうことを思いついたんですが、極端な話、蓄電とかも最近言っているぐらいだから、

今度、基山町が電気自動車を２台御購入なさるでしょう。あれが基山小側にあってもいいか

なと思ったぐらいなので。 

 その辺に関して、今後、この労働環境というか、書いてありますでしょう。基山町学校給

食センターの設置及び管理に関する条例で、運営に関する事項、「教育委員会は、給食セン

ターを常に良好な状態に維持し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならな

い。」ので、ぜひともここのところを考えていただいて、小学校も給食センターもうまく

やっていけるような対策を取っていただけないかなと思っておりますが、そこら辺のところ

はいかがでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 今泉教育学習課長。 

○教育学習課長（今泉雅己君） 
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 まずは環境についてなんですけれども、給食調理室等については、室温25度以下で湿度

80％以下というのを推奨されております。給食センターについては、エアコンを24度に設定

しておりまして、こちらについてはデマンドの関係等で切っていることはございません。で

すので、エアコン等の環境は適正に行っていると思います。 

 まず、デマンド等について少し確認をしないといけないんですけれども、デマンド等につ

いては基準額を下げるためにピークをカットしているところでございます。ですので、30分

ごとにエアコンをつけていくといった作業をしておりまして、そのピークが重なったときに

どうしてもアラートが鳴ってしまうということがございますので、そのときには給食の調理

の手順を変えたり、そういったもので適正に行っているところでございます。 

 また、太陽光につきましては、当然ピーク時は下がりますので、経費の節約という分には

十分検討できると思いますし、太陽光自体、庁内全体でどこに設置したらいいかということ

は検討しております。その中で給食センターも候補に上がっているということは聞いており

ましたので、その検討が進めば、またお知らせができるのかなというふうに思っております。 

○議長（重松一徳君） 

 中村議員。 

○１番（中村絵理君） 

 ぜひそこのところを検討していただいて、やっぱりおっしゃっていますですね、熱中症の

ような症状が出ている調理員が出ているということなんですね。だから、一回中に入って経

験してもらったら、どれだけ暑いか分かりますと。だから、表向きの室温25度以下、今24度

とおっしゃったけど、それから、湿度80％ですね、これで蒸気が上がって、いろんなものを

いためたりすると物すごい熱が発生します。こういう新型コロナのような状態ですので、ど

うぞひとつよろしく御検討をお願いしたいと思っております。 

 それから、２番目の給食センター従事者の人数及び雇用状態ということでございますけれ

ども、センター長もいらっしゃるし、調理員の方が12名ほどいらっしゃるけれども、シフト

制で１日当たり大体８人から９人で動いていらっしゃる。これで1,470食をお作りになって

いるんですね。配送業務も委託で男性の方が１人だけれども、１人では無理なので、調理員

の方が付き添って、相当の重いいろんなものを１つの学校に対して３回往復ですね、それを

３つの学校でやっていると。これも大変だなと思いました。 

 私はここの部署、いろいろお話を伺って感じたことがあるんですけど、ここはすごい地味



- 140 - 

な部署なんですね。給食センターは普通に御飯食べる、お昼になったら給食が来る、食べて

終わるというところですけど、こんな大事なところに何で光が当たらないんだろうと。皆さ

んのこういう姿をもうちょっと表に出すべきだと思っていて、最近、一番困っていることは、

最近ではアレルギーの子どもがすごい増えていると。増え続けていて、症状も複雑化してい

て、反応する食べ物は人それぞれ。担任の先生も給食時には緊張していると。こういう中で、

皆さん本当に安心で安全で楽しい給食をどうやって実現させたらいいんだろうと、このメン

バーで一生懸命やっていらっしゃるんですね。 

 ここの献立を考えていらっしゃる方は、県費で賄われているとおっしゃった栄養士の先生

ですね。この方が１人で一般食とアレルギー食を担当しとるんですよ。アレルギー専門の調

理員の方はいらっしゃいます。ここの給食センターはアレルギー対応のキッチンというか、

専用にありますが、そのメニューを考える先生が１人しかいないんですね。だから、両方考

えなきゃいけないんですよ。 

 ここのところ、10年前に給食によるアナフィラキシーで亡くなった女の子がいます。この

子がきっかけで物すごく日本中に子どもたちのアレルギーというのが広まって、これを何と

かせにゃいけないということで、いろんな御苦労をされてきていたんだと思いますけれども、

ここの事故の原因の大半はうっかりミスであると。忙し過ぎて、特に多いのが除去食ですね、

アレルギーのものを除いてから食べさせること、それから、代替食、未対応食の取り違えと

か、配膳表へのアレルギー物質の記入忘れとか、これは忙しいときに絶対起こることなんで

すよ。だから、もしかして──これは駄目もとで申し上げるんですけど、何を言いたいかと

いうと、上峰町ではアレルギー対応の専属の栄養士がいるそうです。基山町にももう一人ア

レルギー対応の栄養士を追加雇用することはできないんだろうかと、そういう御検討をして

いただけないだろうかと。 

 学校教育の問題ですけれども、若基小にももう一人学校の担任の先生をというような御要

望もあることは分かっております。だけど、ここに力を入れないことには、もし事故が起き

て、これから先、もっとひどいことになったとき一体誰が責任を取るんだろうかと、食の安

全。アレルギーは昔は私たちの頃はなかったけれども、今の子たちはアレルギーをたくさん

持っておりますので、これは致し方のない事実なので、この現実に対応していくためにそう

いうことを考えられないだろうかということで、まず教育長、お考えをお聞きしたいんです

けど。 
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○議長（重松一徳君） 

 柴田教育長。 

○教育長（柴田昌範君） 

 給食センターの人員体制で栄養士、今は栄養教諭というふうに言っておりますけれども、

その配置について今御指摘があったところです。 

 国の基準では、共同調理場、いわゆる給食センターの場合は1,500人以下で１人というふ

うに決められている関係で、基山町は1,500名以内ということで１人が県から配置されてい

るところです。 

 上峰町では町費で１人任用しているというところがありますが、基山町ではこの基準に

のっとって県から１名いただいているということになります。 

 以前、基山町にも県費で２名いたことがありました。そういったこともありますので、

1,500に非常に近い数になっておりますので、できることとしては、まず、県のほうに加配

を１人いただけないかというところを要望してまいりたいと思っています。隣の鳥栖市でい

うと、給食センターは今４人いるんですが、その人数でいうと本当は２人なんですよね。鳥

栖市の場合は２人加配をいただいているというところがありますので、その辺も含めて、基

山町で１人配置できないかということを県にお願いしてまいりたいと思っております。 

 やはり給食のアレルギー対応というところは命にも関わる問題ですので、基山町において

もヒヤリ・ハット事案というのが６月にもございましたので、校内でのアレルギー対応の徹

底についてということで、６月１日に教育委員会から各小・中学校に文書を出したところで

す。 

 今後もこういった緊張感を持ってアレルギー対応をするようにと指示をしているところで

ございます。 

○議長（重松一徳君） 

 中村議員。 

○１番（中村絵理君） 

 ありがとうございます。ぜひここのところも御配慮をいただければ、もっと充実した給食

を子どもたちに提供できる環境が整ってくるのではないかと思っております。 

 次に、３番目の給食センターの運営委員会での構成員と審議事項の内容を示せということ

でございますが、この中で、構成員の中に教育学習課長、給食センター長、各小・中学校の
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校長、ＰＴＡの会長、食改の会長、それから、栄養士の先生がいらっしゃるということで、

審議内容は学校給食全般にわたってはいるんですけれども、給食費とか給食回数、ここら辺

はいいんですが、思ったのは、給食センター側の今私が申し上げた環境整備とか労働環境の

こととか、そういった給食を提供する側ですね、そういうこととかをセンター側の調理員た

ちとか、そういう方たちとお話をする場所はないのかなと。 

 ここの運営委員会の規定が基山町にありますね。ここの審議事項の中の第５条の７番目に、

そのほか学校給食に関して必要な事項はここで協議することができるんだと書いてあります。

だから、この中で、せめて栄養士の先生とセンター長とか、それから、調理員とかがみんな

で忌憚のない意見を出し合って、もっと給食をこうしたいねとか、環境をこうしたらもっと

効率的になるんじゃないのかとか、そういうのが話し合えて、それをセンター長とか栄養士

の先生がこの運営委員会に持って上がってくるとか、そういうお互いの行き来のあるミー

ティングみたいな、そういうものがあったらいいなと。いろいろと小学校に伺ってお話を

伺っていると、ずっと話しているといろんなお話が出てくるんですね。 

 だから、そういうのを拾い上げていけば、もっと充実したものになっていくんじゃないか

と私は思っているんですが、そこのところはいかがでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 柴田教育長。 

○教育長（柴田昌範君） 

 学校給食センター運営委員会にいわゆる調理員の方を入れてはどうかというふうな御意見

かと思うんですけれども、ここで話し合う内容として、そういったこともあってもいいかと

思いますけれども、労働環境等となると、やはり我々であるとか、そこと調理員との話合い

が必要になると思います。 

 今回、この一般質問を受けるに当たって、やはり調理員の方と学校栄養士の方に聞き取り

をしに行きました。こういった話合いをある程度定期的に行うといいのかなというところは

感じましたので、学校給食の運営委員会と別に、課長のヒアリング等も行っておりますけれ

ども、私も給食センターのほうに出向いて、そういった労働環境の改善あたりについては耳

を傾けたいなと思っております。 

○議長（重松一徳君） 

 中村議員。 
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○１番（中村絵理君） 

 たまたまこの間、私が行くときにばったりお会いしましたけど、そういうふうにお考えい

ただいて大変ありがたいと思います。調理員の皆さん方も本当にうれしいし、頑張りたいと

思っていらっしゃる方がいらっしゃるので、ぜひよろしくお願いを申し上げます。 

 では次、４つ目の学校給食法に定める目標達成のため本町が行っている取組をお示しくだ

さいということですが、これは本当にそのまんま１回目のお答えは、ここの学校給食法の改

正版にあるところに沿った本当に丁寧なお答えで、ありがたいと思っております。 

 昔の給食法というのは、57年ぶりにこのときに書き換えられて、今までは栄養不足だった

から、戦後、栄養が不足していたから栄養を取るための給食だったのが、今この時代になっ

て栄養のバランスを取らなきゃいけないという給食に変わってきた。それからもう一つ、食

育というものがくっついてきた。これをよく読んでいると、本当にびっくりするぐらい内容

の濃いもので、正直、私もこんなに給食が教育に関わっているなんて思っていなかったです

ね。健康教育、社会科、家庭科、道徳。昔、道徳の時間がありましたけど、今はあるんやろ

うか。ありますかね。日本は珍しいと言われますね。道徳と、モラルという授業があるのは

珍しいと言われますけど、だけど、こういうふうなものを全部食育と称した給食の中に盛り

込んでいるんだということにびっくりしまして、これは本当に大事な部分なんだと。 

 今、学校給食にはいろんな課題が山積みにされていると言われております。食事のバラン

ス、栄養士の先生にお話を聞いたら、まず、子どもたちはカルシウムが全く足りていないと。

それから、塩分が取り過ぎであると。脂質と糖質も取り過ぎであると。だから、昔みたいに

栄養を与えればいいと考えればいいだけじゃなくて、取り過ぎているものは取らせなくしな

きゃいけないし、全く取っていないものは取らせなきゃいけないという物すごい重大な役目

を担っているんだということを私は認識しました。 

 今の食生活がもう既に家庭の食事を簡素化されている場合が非常に多いと。朝御飯は食べ

ないとか、お菓子だけを食べて学校にやってくるとか。それはお母さんたちの食生活ですね。

それから、偏った食事による肥満、痩せ願望による健康被害、これは私も思い出します。正

直、うちの姉が女の子を育てているときに、そんなに食べたら太るわよと言っていました。

私は体育会の出なので、筋肉を鍛えれば燃焼率は上がると分かっているので、動けばいい

じゃんと言っていたけど、うちの姉たちはそんなに食べると太るわよと。だから、本当に細

く育っとるんですよ。だから、今そんなに太った子を見かけないけど、だけど、本当は筋肉
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量が少なくて、昔の元気な子どもたちじゃないんですよ。それと、アレルギーですね。アト

ピー、昔、私の頃ではアトピーというのは何と言っていたぐらいが物すごい反応してくるの

で、非常に困ると。 

 それで、これを全部学校給食がどうやって賄っていくのかという問題は本当に大きな問題。

これというのは、自治体によって特色を出すことができるのが学校給食ですね。例えば、東

京の足立区ですね、これはちょっと古い話ですけど、日本一おいしい学校給食という本を出

していますね。学校給食をいろんな方々に監修してもらったりとか、日本で一番残滓量をど

うやったら減らせるかというところから始まった。こういう取組が日本中の方たちにこんな

おいしい給食が作れるのと。それで学校が盛り上がって、足立区も盛り上がってというのが

あるそうです。私も本を取り寄せたんですけれども。 

 ここで１つ私が思っているのは、この基山町というのは学校給食を通して子どもたちにど

ういったメッセージを与えたいんだろうと。この学校給食法に定める目標達成のためという

けれども、これだけじゃなくて、基山町はこんな給食なんだよということが何か言える場が

あっていいんじゃないかと。例えば、今、町で定住促進、いっぱい移住者を図っとるやない

ですか。いっぱい補助金を出してお越しいただいてというのをやっとるけど、例えば、学校

給食がむちゃくちゃ基山町はおいしいんだよと言ったら、お母さんたちはすごいうれしくな

いですか。何かそういう特色があってもいいと思うんですよ、それを目指して来る人がいて

も。そのぐらい基山町が胸を張って言える場所というのがあってもいいかなと。どこに重点

を置くか。 

 だから、今、物価高騰じゃないですか。小麦粉とか牛乳が値上がりしている。そしたら、

先生方は、担当の方々は与えられた予算の中でやらなきゃいけないんだという使命感をすご

い持っているんですよ。だから、牛乳とか小麦粉が値上がりしたら、その分、副食の質が落

ちてくるんですよね。そこで代替していくから。ということは、必然的に学校給食が貧相な

ものになってしまう。だから、ここは本当に、今、新型コロナで２％補塡をしてくださると、

状況に合わせていろいろ考えてくださるということをおっしゃっているけれども、私は個人

的にですけど、ここはずっと２％、３％を補塡し続けても、学校給食が全部無償化にしたら

7,000万円ぐらいかかるとおっしゃったけど、３％にしても210万円やないですか。そのぐら

いの補塡をこの給食のためにずっと継続するということがあってもいいんじゃないかと。そ

したら、子どもたちにもう一つバリエーションのあるものが提供できたり、栄養がいいもの
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を与えられたり、バランスが取れることですよ、そういうことが先生方にも頭の中で考えら

れる余裕が出てくるんじゃないかと思ったりしています。 

 だから、これはもう一つ、何かそういうところを、今、学校給食といったら無償化にする

かしないかとか、そっちのほうがすごい言われているけれども、こういう基山町独自のもの

があってもいいんじゃないかと思っているんですが、そこら辺はいかがでしょうか。ちょっ

と長くなってすみません。 

○議長（重松一徳君） 

 今泉教育学習課長。 

○教育学習課長（今泉雅己君） 

 今の御質問の中で幾つか訂正をさせていただきたいんですけど、まずは質が落ちるという

ふうなお話等もあったんですけれども、基山町の残食を減らすというお話も少し出てきたか

と思うんですけれども、基山町の残食は実は県内でもまれに見るぐらい少なくて、栄養士の

方もびっくりしているような状況でした。通常10％以下だと非常に少ないというふうなお話

が出るんですけれども、特に、基山中学校でいくと、今年４月、５月、６月、７月は0.9、

1.1、1.5、1.4と非常に好評だったと。小学校には好き嫌いが多い児童もいらっしゃるんで

すけど、それも３％以下というところで、こちらについては、もちろん基山町の納入組合が

非常にいいものを入れていただいて、栄養士の方も工夫しておいしいものを作っていただい

ている成果が出ているんじゃないかなと思いますので、決して質が落ちているということは

ないのかなというふうに思っております。 

 ただ、先ほど言われた中で、特色という点については、栄養士の方も食育の分野ではきち

んと基山町の食育をやっていきたいというふうな話もされております。納入組合から納入し

ている関係もございますので、今後、産業振興課とも連携しながら、安定した供給先等があ

るのであれば、例えば、イベント的にそういう日をつくって、栄養士の方がそこで食育の授

業をするといった取組については十分できるのかなと思っております。ただ、基山町は非常

においしい給食をしているというところだけは御理解いただければと思います。 

○議長（重松一徳君） 

 中村議員。 

○１番（中村絵理君） 

 すみません、そうであればとてもうれしいことですが。 



- 146 - 

 それで、課長が今おっしゃったことの中で１つあるんですけれども、実はお話をいろいろ

と栄養士の先生方に伺っている中で、地産地消、この問題をすごく何とかしてあげたいんだ

と思っていらっしゃった。今日はキュウリの日でいいんだと、地元で取れたキュウリでいい

んだと、地元で取れた大根でいいんだと。そういうのをおじいちゃん、おばあちゃんたちが

作った野菜ですよと。全部じゃなくていいんだと。子どもたちに感謝の気持ちとか、おじい

ちゃん、おばあちゃんが作ったものだとか、そういうのを与えてあげたらという御希望があ

りました。なので、これは後々末次議員が地産地消のことは多分御質問になると思うので、

そちらにお任せしたいと思いますが。 

 そういう形で、もう少しこの給食に対して、今おいしい給食と基山町が言われているんで

あれば、もっとおいしい給食、子どもたちが喜んで食べれる給食というか、そういうのを目

指していただけたらなというふうに思っております。 

 それからもう一つ、これは私が住んでいるけやき台の住民の方がぽろっとおっしゃったこ

となんですけど、そんなおいしい給食やったら僕たちも一緒に食べたいとおっしゃったんで

すね。御高齢の方で、最近、自分で御飯を作るのが大変やから、若基小がたくさん空いてい

るんやったら、そこで一緒に食べたいんだと。栄養士が作ってくれているおいしい給食やっ

たら僕らにもいいと思うんだと。この件を実は御相談、お話を栄養士とさせていただいたん

ですけど、やっぱり子どもたちが必要な栄養素と御高齢の方が必要な栄養素は違うと。だか

ら、非常にターゲットが広いと厳しいのかもしれないというような御指摘はいただきました。

確かにそうであろうと。 

 だから、やっぱりターゲットを小・中と絞っているからこそできる問題で、ただ、そう

だったら月に１回の試食会とか、そういうのはあってもいいのかなと、そういう方々と一緒

に。何かそういうことをやっているところもございますでしょう。だから、ちょっとそこら

辺についてお話を聞かせてもらえたらと思います。 

○議長（重松一徳君） 

 柴田教育長。 

○教育長（柴田昌範君） 

 地域の方々が学校給食を食べてみたいというふうな思いを持っておられるというところは

ありがたく思っておりますが、試食会については、今、基山町が行っている分は新１年生を

対象にした親子の試食会というのは行っております。それと、オープンな形で行っている分
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がふれあいフェスタのときに鶏肉のレモン煮であるとか、それと蒸しパンを提供したりして

おります。 

 先ほど言った給食試食会の対象を広げるかどうかというところについては、検討の余地は

あるかなと思っていますので、今後、給食センターのほうとも話し合って対応を検討したい

なと思っております。 

 また、ふれあいフェスタのやり方も、今あっという間になくなってしまうような状況です

ので、基山町のおいしい給食をこういうふうに提供しているということで、多くの方々に試

食していただけるような取組も行ってまいりたいと考えております。 

○議長（重松一徳君） 

 中村議員。 

○１番（中村絵理君） 

 前向きなお言葉ありがとうございます。喜んでいらっしゃると思います。 

 実は、この間行った所管事務調査ですね、ここでも総務文教常任委員会の答えとしては、

今年度になり食材費が高騰していると。新型コロナの長期化、アレルギー反応の児童が増え

ていると。それから、食材、光熱費の高騰が来ていると。学校給食を取り巻く環境は厳しく

なると。でも、その中でも皆さんたちが一生懸命頑張っていらっしゃると、そのことに敬意

を表したいというような報告でございましたね。ぜひとも今後とも基山町の子どもの皆さん

のためにおいしい給食を作り続けていただきたいと思っております。 

 それでは次に、高齢者救急搬送の増加問題とその対応策について、この件についてお尋ね

をいたします。 

 まず、第１問目のお答えは、搬送人数、急病と一般負傷と交通事故、この３つの項目で３

年の平均93.6％を占めているし、令和４年は新型コロナの関係でもっと増と考えていると町

長がお答えになっております。実際、既にこの時期で去年の搬送数を超えているというふう

に消防本部は言っていたと思います。今年は特に熱中症も多いからですね。 

 私はこの７年間のデータ、鳥栖・三養基地区の平均と基山町の搬送数の平均を比べてみる

と、急病、これは具合が悪くなったとか、心臓がおかしいとか、いろんなことで運ばれる方

が、鳥栖・三養基地区の平均だと令和元年が62.5％、それに対して基山町68.8％、令和２年、

鳥栖・三養基地区は62.4％、基山町は70.7％、令和３年、これが平均が63.2％、基山町が

66.7％と、鳥栖・三養基地区の平均よりも基山町は高いんですね。非常に基山町での急病の
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搬送が多いと。それから、やっぱり御高齢の方が多いとおっしゃっている。これはしようが

ないですね。本当に後期高齢社会に入りましたからですね。 

 お互いに悩んでいらっしゃること。私は何でこの質問をしているかというと、住民の方か

ら、近くに一人暮らしの高齢者がいるんだと。二人暮らしの高齢者がいるんだけれども、あ

んまりコンタクトがないと。でも、救急車で運ばれた場合にどうしたらいいんだろうと。僕

ら救急車を呼ぶことはできるけど、一緒に乗ってもいけんしねと、あんまりよう知らんけん

ねという話で、こういう対策を何とか取れんのかいということですね。救急車での搬送時に

どう対応すればよいのか、非常に不安であると。自分も倒れたときに奥さん一人だと心もと

ないとか、いろいろあるんですね。 

 救急隊の方にお話を聞いたら、迅速に急病の方を病院へ搬送して親族にも連絡を取りたい

んだけれども、その情報がなかなかないんだと。だから、その情報が知りたいんだというふ

うにおっしゃるんですね。そうすれば、もっと速やかに救急搬送ができると。親族の方にも

連絡が取れると。 

 私も１回、何というんですか、私の家の目の前で、知り合いの御夫婦だったんですけど、

89歳と90歳の御高齢の方で、旦那様が私の目の前で目まいを起こして倒れられたんですね。

それで、救急車をお呼びしたんですけれども、奥様が付き添っていらっしゃったけど、奥様

が持っているのは携帯電話だけで、あと何もお持ちじゃなくて、それで、そのまま救急車に

運ばれていっちゃったものですから、私が後から車で追いかけていって病院まで行って、何

とか事なきを得た。だけれども、今度は、旦那様は一泊入院されたけど、持病のお薬を飲ま

なきゃいけないんだと。奥様は帰る車もないから私が連れて帰って、また夜に私が薬を預

かって病院に持っていく。だから、そういう対応ができる方が身近にいればいいんですけど、

いらっしゃらない場合、これは本当に命にも関わるので、これをどうしたらいいんやろうか

と、何か対応はないんだろうかと、基山での取組はないのかなと思ったので、２番目のちょ

うど今、最近、一人暮らしの高齢者支援のことを担当していらっしゃるプラチナ社会政策室

ですね、ここがどのような活動をしていらっしゃるのかを教えてくださいということでござ

いました。 

 これは聞いていると、ワクチンのこともあって本当に大変だと思うんですけれども、大変

で果てしない取組じゃないかなと思って、これは一体何人で何グループがどのように今訪問

していらっしゃるのか、どういう情報の蓄積をされているのかどうか、そこら辺を教えてい
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ただけないでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 中牟田福祉課参事。 

○福祉課参事（中牟田文明君） 

 今、プラチナ社会政策室のほうで、生活支援コーディネーターと地域包括支援センターの

生活支援コーディネーター、合わせて４名の方で２チームに分かれて訪問活動を行っている

ところでございます。 

 その中で、個人ごとの高齢者のカルテを作っていますので、緊急の連絡先とか、そうです

ね、あと困り事、そういうところを聞きながら、それと、避難行動要支援者、こちらのほう

の情報を自主防災組織への提供ができるような同意書も一緒に取っている中で各家庭を回ら

せてもらっているところでございます。 

○議長（重松一徳君） 

 中村議員。 

○１番（中村絵理君） 

 本当にこれは一件一件大変な作業をなさっているなと頭が下がる思いでございますけど、

これはいつ頃の完了とか、そういうのは分からないでしょう。多分やり尽くすしかないとい

う感覚じゃないのかなと思うんですが、そこのところいかがですか。 

○議長（重松一徳君） 

 中牟田福祉課参事。 

○福祉課参事（中牟田文明君） 

 訪問に関しましては、先ほど町長のほうも申されました。一人暮らしの高齢者、それの避

難行動要支援者を一番最初に回っていこうということで、優先順位をつけながら訪問のほう

を行わせてもらっております。高齢者世帯は1,183世帯ということで、その中でも、やはり

年齢的なところとか、ある程度線を引きながら訪問のほうを行っていきたいと考えておりま

す。 

 いつを目標にというのは決めてはいないんですけど、10年後が私どもの基山町の高齢化率

がピークになる。その後、それから10年後が一人暮らしの高齢者の問題が出てくるというこ

とでありますので、できるだけ早く、10年以内というか、ここ何年かである程度のデータの

収集、そこを行っていきたいと思いますし、また、データ収集するだけでは何もなりません
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ので、高齢者に対しての支援の仕方、そういう仕組みづくりまで含めたところで計画を進め

ていきたいと考えております。 

○議長（重松一徳君） 

 中村議員。 

○１番（中村絵理君） 

 ありがとうございます。そしたら、このワクチンがもしかして、ちょっと人心地がつくか

どうか分からないんですけど、もし余裕があるのかな、今、コーディネーターと包括支援セ

ンターのコーディネーターが合計４名の２チームということは、２人で２チームで回っとる

んですよね。これを増員して今後対策に充てようとか、そういう可能性は出てくるんですか。 

○議長（重松一徳君） 

 中牟田福祉課参事。 

○福祉課参事（中牟田文明君） 

 町の生活支援コーディネーターにつきましては、１名増員をしたいと考えておりますし、

訪問に関しましては、職員等も一緒についていくような感じで、今ワクチンがありますので

なかなかできないところもございますけれども、職員も含めたところで訪問等は対応してい

きたいと考えております。 

○議長（重松一徳君） 

 中村議員。 

○１番（中村絵理君） 

 ありがとうございます。ぜひよろしくお願い申し上げます。 

 次に、３番目で現場で感じている問題点など、これは健康問題が一番多いのと移動支援だ

ということでございますね。それにいろいろと、そうですね、高齢者が利用できるサービス

や活動の情報を蓄積整理して伝達方法の検討、それからあと、高齢者が利用しやすいコミュ

ニティバスの活用方法を検討中だと。私は前々から、これは75歳以上は乗車運賃無料を実現

してほしいと思っている人間なんですが、これは後々大山議員の一般質問にも出てくると思

うので、そちらにお任せをいたします。 

 私は思うんですけど、ここの訪問をしていて、私やったらこういう方たちが救急搬送され

るときは一体どうなるんやろうと思ったりするんですが、そんなことを感じたりしたことは

ありますか。 
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○議長（重松一徳君） 

 中牟田福祉課参事。 

○福祉課参事（中牟田文明君） 

 一人暮らしの高齢者が救急搬送されるというところになるかと思います。やっぱり救急車

を呼びますと、一人暮らしで自分で呼ばれたりした場合というのは、一緒に、救急車の場合、

同伴じゃないんですけど、親族の方が１人乗ってきてくれというふうな感じになりますけれ

ども、そういうのもできない状態になってきますので、今回、議員からこういう質問があり

まして、なかなか想定していなかったことではあると思いますので、それについて検討が必

要だということは考えておりますし、この前、消防署のほうから民生委員に救急安心お守り

カード、そういう情報も受けております。緊急連絡先、それと持病、あと、かかりつけの病

院等のことも記載したところもございますので、そういうのの利用も考えていきながら救急

搬送に対しての検討を進めたいと思います。 

○議長（重松一徳君） 

 中村議員。 

○１番（中村絵理君） 

 ありがとうございます。私が言う前にそれを言われてしまいましたが、今お手元に鳥栖・

三養基地区の消防本部から頂いてきたものなんですけれども、こういう救急安心お守りカー

ドなるものを去年９月に作成されて、一度自治体のほうにお配りになられたみたいですね。

ただ、それがなかなか浸透していなくて、裏を見るといろいろと細かいことを書くように

なっていますけど、こんなことを書かんでも、もうちょっと簡易化して、冷蔵庫でもいいか

らどこか貼ってほしいとか、そういうふうな話を、私も鳥栖・三養基地区消防事務組合の議

員をやらせていただいている関係上、いろいろとお話が出るものですから、個々にお配りし

とるんですが、まず、こういう取組、ちょっとこのカードだと面倒くさいですね。だから、

いろいろと調べてみましたら、救急医療情報キットとか、もうちょっと大きいパスポートサ

イズのこのぐらいのに大きく書いたやつとか、そういうので対応している県が、調べてみた

ら三重県とかがあって、冷蔵庫の中に入れてもらったりとか、住所を書いてペットボトルみ

たいなやつにぽんと入れて、インターネットで探したらそういうのが楽天か何かで売っとっ

たんですけど、そういう対応というか、そういうのがあってもいいんじゃないかと。 

 やっぱりここの三重県がまとめている課題調査があって、高齢者の救急搬送、これは三重
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県全部でやっとるんですね。課題として、高齢者同士の世帯や一人暮らしの場合は日常の診

療情報や薬の情報が困難な場合が多いと。本人の状況の情報提供が課題であると。老老介護

の世帯から救急要請があった場合、キーパーソンの救急車同乗ができない場合がある。情報

収集が困難。独居老人の場合、家族と連絡が取れないとか、こういうやっぱり課題があると。

だから、それを解決して、うまく救急隊の方たちとつなぐことができれば非常に皆さんの命

や安全を守ることができるんじゃないかと思って、今回はこの一般質問をさせていただいて

いるわけです。 

 やっぱりいろいろと皆さんとお話をしていく中で、お悩み事は、これをやったとしてもな

かなか普及してこなかったと。やっぱり御高齢の方たちの認識があんまりないんじゃないか

ということで、１つ御提案というか、あるんですけれども、まず、こういったものをプラチ

ナ社会政策室とか、民生委員の問題も出てくると思うんですけど、一生懸命普及していただ

くことはできないのかなということが１つ。 

 それからもう一つ、例えば、高齢者の方々が集まるいろんな集会などへのこの予防ですね。

今、救急の人工呼吸とか、あの類いはやっていますね。救急救命とかやっているけれども、

こういうことをしておくことによって、自分がもし危ないときに助けてもらえるんだという

講話というか、そういうのを消防本部から来ていただいてやっていただくとか、何かそうい

うことはできないのかなと思って、一応提案という形で出させていただいたんですけど、そ

ちらのほうはいかがでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 熊本総務課長。 

○総務課長（熊本弘樹君） 

 まず、本町のほうでも出前講座という形で、出前講座の場合は申し込んでいただいて、そ

れに対応するということになるわけでございますけれども、そういった中で、消防署のほう

とも連携をさせていただいて、現在、ＡＥＤの講習であったりとか、そういったことをさせ

ていただいております。 

 今回、こういった御質問をいただく中で、少し鳥栖・三養基消防のほうとお話をさせてい

ただいた中では、先ほど言われましたような予防救急に関する講座というのも取組をされて

あるようですので、例えば、119番の電話の仕方であったりとか、そういったところができ

るようですので、まずは出前講座の御利用のときにそういったメニューもありますというお
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勧めと、あともう一つは、どちらかというと、プラチナ社会政策室のほうと連携をした形に

なると思いますが、通いの場であったりとか、それからサロンであったりとか、そういった

ところに少しお声がけをさせていただいて、消防署からの指導を含めた講話というか、そう

いった機会を持てればというふうに考えておるところでございます。 

○議長（重松一徳君） 

 中村議員。 

○１番（中村絵理君） 

 そういうことも含めて、今後、対応をぜひお願いしたいと思っております。ありがとうご

ざいます。 

 それから、プラチナ社会政策室のほうに対しましても、そうですね、一緒に勉強していた

だきながら、こういういろんな対応策があるのだと、御高齢者の方だけではなくて、救急搬

送の方たちに何か安心を与えることができないかとか、また大変ですけれども、よろしくお

願いしたいと思っております。回答は結構です。 

 それから、最後の民生委員・児童委員との連携内容をお示しくださいということで、これ

でちゃんと一人暮らしの高齢者などを訪問されていて、見守りが必要な方には民生委員・児

童委員との情報共有を目指しますと、定例会の中でも説明が済んでおりますと、共有を図り

ますということでございました。 

 今回、多くの民生委員たちが新しく代替わりをされるというようなことを伺っております

が、そこら辺のことをちょっと、大多数の方が若い方たちに替わられるということですが、

何かこの件に関して──私がちょっと心配なのは、今までの方がいらっしゃらなくて、急に

新しい方がどんと増えると、それはそれでちょっと心配な面もあるし、うれしい面もあるし

という微妙な気持ちなんですが、そこのところはいかがでしょうか。 

○議長（重松一徳君） 

 吉田福祉課長。 

○福祉課長（吉田茂喜君） 

 今、民生委員が今年度の11月30日までで今の任期が終わりまして、12月１日から新規の民

生委員の任期が始まろうとしております。今、候補者の方で36名中、約半数ぐらいの方が任

期が終わられて、新しくまた半数の方が委嘱を受けるというような候補の方が出ているとこ

ろでございます。 
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 民生委員活動につきましては、替わられても、そういった事業については前任者の方から

引継ぎということで事業を進められますので、取り残されるような方がいらっしゃってはい

けないと思っておりますので、今回の情報共有につきましても、担当課のほうから新しい民

生委員の方、定例会のほうでまた御説明をしていって、そういった情報が取りこぼれないよ

うに進めていきたいと思っております。 

○議長（重松一徳君） 

 中村議員。 

○１番（中村絵理君） 

 どうぞひとつよろしくお願いいたします。これをきっかけにまたひとつ新たな気持ちで、

ぜひ情報共有を図って、こういう方々の安心と安全を守っていただけたらと思っております。 

 なので、子育てに今基山町は力を入れておりますが、それもとても大事ですけれども、子

育てが終わってからも住みよい町、住んでよかったと思えるような基山町を目指して、皆さ

ん本当にいろいろ大変でしょうけれども、前に進んでいただけたらと、これは私の願いでご

ざいますが、回答は要りません。 

 ちょっと早いようでございますが、私の一般質問を終了させていただきます。ありがとう

ございます。 

○議長（重松一徳君） 

 以上で中村絵理議員の一般質問を終わります。 

 本日は以上をもって散会とします。 

～午後３時26分 散会～ 

 


